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資料９

 本計画（案）は、令和５年１１月初旬時点の内容のものであり、令和６年３月の策定
（改定）に向けて、川崎市社会福祉審議会地域福祉分科会やパブリックコメント、庁内
協議等の意見を踏まえ、一部内容や表現が変更となる場合があります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

目  次 
 
地域福祉計画とは   
  

 

その 1  たまくの計画（第７期多摩区地域福祉計画） 
  

１ 計画の期間 

２ 基本理念 

３ 計画の体系図    

４ 基本目標、基本方針、事業・取組 

基本目標１【区民一人ひとりが参加する地域づくり】 

基本方針 1-1  理解と共感を広げる情報発信と場の創出 
基本方針 1-2  地域活動の担い手育成 

基本方針 1-3  地域活動への支援 

基本目標２【多世代交流でつながる地域づくり】 

基本方針 2-1  誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくり 

基本方針 2-2  身近な地域での支え合い活動の推進 

基本目標３【見守り・支え合いのネットワークづくり】 

基本方針 3-1  支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 

基本方針 3-2  区民・団体・民間・行政の連携 

5 地域福祉計画の進め方 

          多摩区・地区社会福祉協議会の取組 

          町内会・自治会の取組 

          民生委員児童委員の取組 

          地域福祉の推進とコミュニティ施策 
 

 

その２  たまくを知る 
  

１ 多摩区のプロフィル 

２ 統計データから見る多摩区    

人口 

子どもの状況 

高齢者の状況 

障がい者の状況 

生活保護の状況 

地域福祉の状況 

３ 多摩区をもっと細かく見てみる（地区の概況） 

登戸地区 

菅地区 

中野島地区 

稲田地区 

生田地区 

          

 

１ 
 

２ 

３ 

３ 

４ 

５ 

７ 

９ 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

33 

35 

37 

 

38 

39 

41 

41 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 



 

 

生田緑地で開催される「全国都市緑化かわさきフェア」の取組 

         自助・互助の取組（川崎市多摩区地域包括ケアシステム広報誌 地ケア TAMA） 
 

 

その３  たまくの福祉を調べる 
  

１ 第６回川崎市地域福祉実態調査結果 

地域のこと 

いつまでも安心して暮らすために 

人生の最終段階を考える 

地域で活動に参加すること 

地域福祉の推進について 

2 第６期多摩区地域福祉計画を振り返る 
 

 

資料編 
  

1 各事業・取組及び担当課一覧 

2 各事業・取組担当課連絡先一覧 

３ 第７期多摩区地域福祉計画の策定経過 

４ 多摩区支え合いのまちづくり推進会議運営要綱 

５ 多摩区支え合いのまちづくり推進会議委員名簿 

6 多摩区町丁別 地区組織 

７ 各種相談窓口 

8 表紙絵・扉絵・挿絵について 

9 川崎市地域福祉計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

56 

70 
 

71 

71 

74 

76 

77 

79 

81 

 

86 

87 

101 

102 

103 

104 

105 

107 

109 

111 

 

【第７期多摩区地域福祉計画策定にあたって】 

本計画書を少しでも分かりやすく、伝わりやすくするため、本編では「第７期多摩

区地域福祉計画」を「たまくの計画」、「第１章」を「その１」、「障害者」を「障がい者」

（事業名や所管課については除く）などと表記しています。 

また、表紙絵・扉絵・挿絵については、本計画書に関心を持っていただくため、多

くの方々に障がいへの理解が進むことを期待して、区内の障がい者施設等に通所

している利用者の方に描いていただきました。 
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地域福祉計画とは 
 

川崎市では社会福祉法に基づき、川崎市地域福祉計画及び区ごとの特性に応じた 7 区の

地域福祉計画を策定、計画の取組を推進しています。そして、「川崎市地域包括ケアシステム

推進ビジョン」や高齢・障がい・子ども・健康づくり等の関連計画とも連携を図りながら、地域

包括ケアシステムの構築につなげています。 

 

多摩区は、令和７（２０２５）年までに６５歳以上の人口の割合が２１％を超える超高齢社会が

到来すると見込まれています。この超高齢社会の到来に伴う様々な課題に対応するには、こ

れまでの制度の枠組でいわれている「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、

人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らして

いくことのできる地域や社会を創っていく必要があります。 

 

多摩区地域福祉計画は、こうした地域や社会を創るための取組をまとめたものであり、地

域の人々がお互いに支え合いながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくこ

とができるようなまちづくりをめざして、多摩区に関わるすべての人が協力しながら進めて

いく計画になります。 

 

「第 7 期多摩区地域福祉計画」は、令和６(2024)年度から令和８(２０２６)年度の３年間を

計画期間とし、区民の意識や地域福祉活動に大きな変化をもたらした新型コロナウイルス感

染症の影響を受けとめつつ、区民向けの地域福祉実態調査の結果や、区内で活動している地

域福祉活動グループ、町内会・自治会、民生委員児童委員、医療・介護・教育に関わる団体への

ヒアリング等、多くの住民の声を聞きながら作成してきました。 

計画は、以下のような構成になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間中、実現をめざす多摩区の地域福祉の姿 基本理念 

基本理念の実現を図るための基本となる⽬標 基本⽬標 

 第７期多摩区地域福祉計画 

基本⽬標の実現に向けた取組の方向性 基本方針 

基本方針で⽰した内容を実⾏する、具体的な事業や取組 事業・取組 
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（第７期多摩区地域福祉計画） 

１ 計画の期間 

２ 基本理念 

３ 計画の体系図 

４ 基本目標、基本方針、事業・取組 

５ 地域福祉計画の進め方 

 １ 

その 

たまく の計画 

イラスト 
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第７期多摩区地域福祉計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度ま

での３年間です。 
 

年度 

 (西暦) 

(平成) 

30 
2018 

(令和) 
元 

2019 
２ 

2020 
３ 

2021 
４ 

2022 
５ 

2023 
６ 

2024 
７ 

2025 
８ 

2026 
９ 

2027 
10 

2028 
11 

2029 

 

 

     

      

             

 

 １ 計画の期間 

 ２ 基本理念 

 多様な主体と多世代がつながる支え合いのまち多摩区 

多摩区は自然が豊富で居住環境が良いこともあり、区民の総合的な生活環境の

満足度は高くなっています。また、町内会・自治会等の活動や自主的な地域活動も

活発に行われています。 

個人や家庭の生活課題が複雑化する中、支援を必要とする区民に、ご近所や福

祉関係者等が気付き、行政や関係機関が積極的に連携して解決につなげる等、多

様な主体が連携していく必要があります。 

また、様々な団体等で担い手不足が課題となっており、今まで活動を支えてきた

世代に加えて、若い世代の地域参加が不可欠となっています。多世代がつながり、

全ての世代の人が自分でできることは自分で行うとともに、お互いに支え合うこと

が住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実

現につながります。 

地域で暮らす全ての人たちが交流し、つながり合い、誰もが支え合い自分らしく

活躍できる地域共生社会の実現をめざします。 

第５期 

第６期 

第７期 

第８期 

イラスト 
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 ３ 計画の体系図 

地域活動の担い手育成 

 

 

 

区民一人ひとりが 

参加する地域づくり

１ 

基本目標１ 

区民・団体・民間・行政の連携 

多様な主体と多世代がつながる支え合いのまち多摩区 基本理念 

誰もが気軽に参加できる活動・交流の 

機会づくり 

支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 基本目標３ 
 

 

 

見守り・支え合いの 

ネットワークづくり 

基本目標２ 
 

 

 

多世代交流で 

つながる地域づくり

１ 
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理解と共感を広げる情報発信と場の創出 
基本 
方針 
1-1 

重点 
項目 

基本 
方針 
1-２ 

地域活動への支援 
基本 
方針 
1-3 

基本 
方針 
2-1 

身近な地域での支え合い活動の推進 
基本 
方針 
2-2 

重点 
項目 

基本 
方針 
3-1 

重点 
項⽬ 

基本 
方針 
3-2 
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基本目標のページの見方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基本目標 

基本目標、基本目標の本文、基本目標のイメージをつかむためのイラストを掲載していま

す。 
 

 

 

② ３年後を見据えてめざす多摩区の姿 

それぞれの基本目標で３年後を見据えてめざす多摩区の姿をより詳しく記載しています。 
 

 

 

③ 基本目標を進める基本方針 

基本目標の実現に向けた取組の方向性となる基本方針を記載しています。 
 

 

 

④ 重点項目 

第７期計画の重点的な取組を記載しています。 

 

 

 

  

 ４ 基本目標、基本方針、事業・取組 
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2 4 
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基本方針のページの見方 

基本方針についても、それぞれ見開き２ページで内容をまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
① データから見るポイント 

基本方針として掲げた内容の背景の一つとなる統計データを掲載しています。現状がどの

ような状態にあるのか把握したうえで、具体的な事業・取組につなげていきます。 
 

 

 

② 分野 

基本方針を具体化するための事業・取組を分野ごとに掲載しています。 

【子ども・子育て】【高齢者・障がい者】【地域・防災・暮らし】 
 

 

 

③ 事業・取組 

分野ごとの具体的な事業や取組です。イメージしやすい事業を写真やイラストをつけて紹

介しています。事業・取組の詳細は、８7 ページ以降に記載しています。 

  
  

2 

１ 
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基本目標１ 

〔区民一人ひとりが 
参加する地域づくり〕 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

３年後を見据えてめざす多摩区の姿 

・必要かつ正確な情報を、一人ひとりに合った方法

で提供し、幅広く区民が地域活動に参加している 

 

・地域が求める人材の情報を分かりやすく発信し、 

新たな担い手が地域活動に参加している 

より多くの区民が、自助・互助の活動に取り組めるように、様々な形で情報発
信していきます。 
 また、地域活動の新たな担い手の育成、住民主体で行われている地域活動へ
の支援を通して、活動を活性化し、支えていきます。 
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理解と共感を広げる情報発信と場の創出 

地域活動の担い手育成 

地域活動への支援 

基本目標１ 【区民一人ひとりが参加する地域づくり】 を 
進める３つの基本方針 

地域のつながりや支え合いの大切さへの理解・共感を広げ、区民が安心し

て生活していくために必要な情報を適切に得られるよう、各種媒体を活

用した情報発信やイベント等の場を創出していきます。 

区民による地域活動がより活発に行われるように、地域で活動する担い手 

育成を推進します。 

新たに地域活動を始める方や、既に活動している方・団体へ情報提供等

を行い、地域活動を支援します。 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

 

基本方針 1-1 

【理解と共感を広げる情報発信と場の創出】 

令和４年度川崎市地域福祉実態調査（多摩区版）では、「地域包括ケアシステムを聞

いたことがない」と４８．２％の方が回答しており、認知度向上に向けた取組が必要で

す。 

 

 

 

福祉サービスなど地域包括ケアシステムに関する情報については、子育て世帯や高

齢者、障がい者、生活困窮者など支援を必要としている人へ、いつでも入手しやすく、

分かりやすく情報提供していくことが重要です。 

 また、福祉サービス等の情報提供の充実と併せて、地域活動に関心を持ち、区民同士

が支え合う地域づくりについて考える機会や活動への参加を促進します。 

重点 
項目 

 
 

 

 

 

 

▼ 
 

重点項目
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53.6

30.1

26.2

19.0

9.6

0 10 20 30 40 50 60

市の広報

インターネットのホームページ

町内会・自治会の回覧板

チラシ・パンフレット

新聞・テレビ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

保健や福祉の情報を得るの

は、「市の広報」が 53.6%と

圧倒的に多い状況ですが、

「インターネットのホームペー

ジ」の割合も増えています。 

保健や福祉の情報は市の広報から収集している 
DATA 
1-1 

保健や福祉の情報をどこから得ているか （複数回答・上位５項目） 

（％） 

1-1 
基本方針 

理解と共感を広げる情報発信と場の創出 

●子ども・子育てに関する情報提供 

・多摩区地域子育て情報 BOOK 

・多摩区こども相談窓口 

・多摩区子育て応援冊子（たまっ子ノート） 

・保育所等の入所希望者に向けた 

説明動画の公開 

●子ども・子育てに関する講座の開催 

・両親学級、マタニティ食育教室 

・家庭・地域教育学級 

・ぷよぷよ（多胎児と親の会） 

・ちゅーりっぷセミナー（子育てセミナー） 

・こうのとりの会（高齢妊産婦の会） 

事業・取組 
●子ども・子育てに関する 

情報提供 

 

地域の子ども・子育てに関

する情報などを提供してい

ます。 

●子ども・子育てに関する 
講座の開催 

専門職による子どもの成長

や、子育てに関する講座を

開催しています。 

N＝332 人 
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【地域・防災・暮らし】 

●多摩区地域包括ケアシステムの

普及啓発・地域情報の発信 

●健康づくりのための情報発信、

講座 

●認知症についての正しい理解の 

普及啓発 

●快適で暮らしやすい生活環境づ

くりのための情報発信 

●防災対策啓発事業 

●町内会・自治会加入促進への 

取組 

●多摩区タウンプロモーション推

進事業 

                         

事業・取組 
●多摩区地域包括ケアシステム 

の普及啓発・地域情報の発信 

 

地域包括ケアシステムの理解

促進を目的とした広報誌等

を発行します。 

●防災対策啓発事業 

防災に対する理解と関心を

深め、防災意識の高揚と地

域の防災力向上を図ること

を目的にぼうさい出前講座

を開催します。 

【高齢者・障がい者】 

●パサージュ・たま 

●地域における精神保健福祉の 

普及啓発 

●多摩ふれあいまつり 

 

 

事業・取組 
●多摩ふれあいまつり 

 

障がいのある当事者、団体、

市民が参加する「共に生き

る地域づくり」をめざすイベ

ントを開催しています。 

●パサージュ・たま 

障がい者団体等による活動

紹介や作品の展示販売等を

しています。 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P８７に掲載しています 

事業・取組の詳細は、P８８に掲載しています 

令和５年８月に 
「多摩区公園ＢＯＯＫ」を発行しました。

区内の主な公園１３９カ所を紹介して

います！ 

【ミニミニコラム】 
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24.9

23.4
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新たなスタッフが確保できない

スタッフが高齢化している

新型コロナウイルスなど新興

感染症を踏まえた対応

活動のリーダー的人材が

不足している

活動資金が不足している

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

地域福祉活動を行う中で、い

ま困っていることは、「新たな

スタッフが確保できない」が

48.6%、「スタッフが高齢化

している」が 48.3％で多く

なっています。 

地域福祉活動を行う中で困っていることはスタッフの確保 
DATA 
1-2 

地域福祉活動を行う中で、いま困っていることは何か （複数回答・上位５項目） 

（％） 

1-２ 
基本方針 

地域活動の担い手育成 

●多摩区子育て支援者養成講座 

●スキルアップ講座 

●中高生職場体験 

●ＰＴＡ活動研修 

 

 

事業・取組 

●多摩区子育て支援者養成 

講座 

 

子どもの成長や子育てにつ

いての基礎知識や地域の子

育て支援活動の情報提供、

実習等を通して、子育て支

援を担う人材の育成を図り

ます。 

●スキルアップ講座 

地域で子育て支援に関わっ

ている方を対象として、支

援者同士の連携を図るとと

もに、技術の習得や向上を

目指し、支援の場に活かしま

す。 

N＝325 団体 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P８９に掲載しています 
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【地域・防災・暮らし】 

●健康づくりを担う人材の育成 

●認知症サポーター養成講座 

●地域防災力強化に向けた取組 

●多摩区観光ボランティアガイド

の養成 

●市民エンパワーメント研修 

 

 

 

事業・取組 
●健康づくりを担う人材 

の育成 

 

食生活・健康づくり等のボ

ランティア養成講座を開

催します。 

●認知症サポーター養成講座 

認知症に対する正しい知識

と理解を持ち、地域で暮らす

認知症の方やその家族を応

援・手助けする「認知症サポ

ーター」養成講座を開催しま

す。                 

【福祉教育とは】 

私たちの地域で、皆が幸せに暮らしていくためには、何をしたらよいのか。普段の暮らし 

の中の生活課題を解決していくためには、どのようにすればよいのか。 

生活課題から福祉課題に気づき、そのことを様々な人と共に考え、実際に行動するため 

の力を育むことが「福祉教育」です。福祉教育は、一人ではなく皆で話し合いながら実践し 

ていくことで、人と人との関わりについて考えるきっかけとなります。 

 

                

多摩区社会福祉協議会が取り組んでいる福祉教育 
ミニ 

コラム 

稲田小学校での車いすバスケット体験 

      

東菅小学校での盲導犬特別授業 

      

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P８９に掲載しています 
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特にない

活動資金

一緒に活動する人材の紹介

活動の打合せができる場所

活動の参考になる情報の収集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度多摩区区民意識アンケート調査  

 

地域活動をする上で受けた

いと思う支援は、「特にない」

を除くと、「活動資金」「人材」

「活動場所」「参考情報」が多

くなっています。 

地域活動をする上で受けたいと思う支援は多岐にわたる DATA 
1-3 

地域活動をする上で受けたいと思う支援 （複数回答・上位５項目） 

（％） 

1-３ 
基本方針 

地域活動への支援 

●多摩区こどもの外遊び交流事業 

●ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣 

 

 

事業・取組 
●多摩区こどもの外遊び 

交流事業 

 

外遊びの催しや外遊び活動

の担い手となる人材の育

成、外遊び活動の支援等を

行います。 

N＝107 人 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P９０に掲載しています 
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【地域・防災・暮らし】 

●民生委員児童委員の活動支援 

●地域のサロン等への支援 

●多摩区食生活改善推進員連絡 

協議会の支援 

●健康づくりと地域参加 

●自主防災組織への運営支援 

●多摩区コミュニティ施策区域 

レベル取組推進事業 

●市民活動支援事業 

●町内会・自治会活動の支援 

●市民自主学級・市民自主企画事業 

●公園・街路樹等の愛護活動支援 

事業・取組 
●町内会・自治会活動の支援 

 

地域社会において重要な

役割を担う町内会・自治

会活動の活性化を支援し

ます。 

●民生委員児童委員の活動 

支援 

民生委員児童委員と区役所

の情報の共有や、市民に向

けた活動の広報、活動に関

連した研修会の実施等、民

生委員児童委員活動の支援

を行います。 

【高齢者・障がい者】 

●老人クラブ育成事業 

●当事者・家族会等のグループ 

支援 

 

 

事業・取組 
●老人クラブ育成事業 

 

地域において、介護予防の

ためのいきがいや健康づく

り活動等の推進を担ってい

る老人クラブの活動を支援

します。 

●当事者・家族会等のグループ 

支援 

統合失調症や発達障がい

等、様々な精神疾患を抱え

る患者の家族を対象に、家

族会の協力を得て「家族教

室」を実施します。 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P９０に掲載しています 

事業・取組の詳細は、P９０・９１に掲載しています 
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基本目標２ 

〔多世代交流で 
つながる地域づくり〕 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

３年後を見据えてめざす多摩区の姿 

・世代や背景の異なる住民同士が交流する機会が

増えている 

 

・住民同士が地域の中で出会い、あいさつし合える 

ゆるやかなつながりづくりができている 

同じ地域に暮らす住民同士が、年齢や背景の違いを超えて交流ができるよう、
身近な地域でのつながりづくりを進めていきます。 

また、交流を通じて、住民同士が支え合い自分らしく活躍できる地域づくりを
めざします。 

福 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

イラスト 
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誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくり 

身近な地域での支え合い活動の推進 

基本目標２ 【多世代交流でつながる地域づくり】 を 
進める２つの基本方針 

住民同士が地域の中で出会い、あいさつし合えるようなゆるやかなつな

がりづくりをめざし、誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくりの

取組を推進します。 

身近な地域での交流や支え合いの活動を、住民や事業者、関係機関、団体

と共に推進します。 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

重点 
項目 

 

 

基本方針 2-2 

【身近な地域での支え合い活動の推進】 

令和４年度川崎市地域福祉実態調査（多摩区版）では、地域福祉を推進するために

市民が取り組むべきこととして、「地域での交流などを通して、住民同士の助け合いの

意識を向上させること」と 41.6％の方が回答しています。 

 

 

 

地域で暮らす住民同士が、地域の中で出会い、お互いを知り合う機会やきっかけを

つくり、あいさつし合えるようなゆるやかなつながりづくりをめざします。 

また、地域特性を踏まえながら、身近な地域での支え合い活動を推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

▼ 
 

重点項目 

地
域
福
祉
計
画 
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地域のつながりに関する問題

高齢者に関する問題

子どもに関する問題

地域防犯・防災に関する問題

障害児・者に関する問題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

団体活動を行う中で、地域で

感じている問題は、「地域の

つながりに関する問題」が

60.0%、「高齢者に関する問

題」が 58.2％と多くなって

います。 

地域のつながりに問題を感じている団体が多い 
DATA 
2-1 

団体活動を行う中で、地域で問題だと感じていること （複数回答・上位５項目） 

（％） 

２-1 
基本方針 

誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくり 

●多摩区子育て支援パスポート 

事業 

●子育てサロン・子育てひろば 

●子ども子育て推進事業 

●身体測定・遊びの広場 

●子育てひろば・外国人の子育て

ひろば 

●たまたま子育てまつり 

 

事業・取組 
●子育てサロン・子育てひろば 

 

孤立化を防止するため、乳

幼児期から親同士の交流

を図る場をつくります。 

●たまたま子育てまつり 

子育て中の親子や区民を対

象に、子育て力を養い、仲

間探しをする場づくりを行

います。 

N＝325 人 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
計
画 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
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わ
が
ま
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の
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を
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市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P９２に掲載しています 
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【地域・防災・暮らし】 

●「Anker フロンタウン生田」との

連携イベント・教室 

●多摩区スポーツフェスタ 

●川崎市多摩スポーツセンターの

運営 

●魅力的な公園整備事業 

事業・取組 
●「Anker フロンタウン生田」 

との連携イベント・教室 

「Anker フロンタウン生

田」を利用して、地域にお

けるスポーツを通じた健

康づくりや地域づくりを

促進する事業を実施しま

す。 

●多摩区スポーツフェスタ 

区民が身近にスポーツに

親しむことができる環境づ

くりに取り組み、スポーツ

活動を通じた地域住民の

交流、地域の活性化を図り

ます。 

【高齢者・障がい者】 

●障がい者と地域住民の交流の場 

 「障がい者社会参加学習活動」 

事業・取組 ●障がい者と地域住民の交流の場 

 「障がい者社会参加学習活動」 

 

地域での体験活動や交流

等の学習機会を提供する

ことを通して、障がいのあ

る人の社会参加を図り、 

共に生きる地域社会の実

現をめざします。 

地
域
福
祉
計
画 

た
ま
く
の
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域
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福
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が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

市
計
画
概
要 

資
料
編 

事業・取組の詳細は、P９３に掲載しています 

事業・取組の詳細は、P９３に掲載しています 
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41.6
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地域での交流などを通して、住民同士の

助け合いの意識を向上させること

地域で困っていることや自分ができることを

知らせる情報が集まる場をつくること

家族以外の人で、身近に困りごとなどを

相談できる人を増やすこと

地域の課題や問題に主体的に取り組む

ボランティアや地域で活動する人を増やすこと

住民同士が自ら地域課題の把握やその解決方

法を探るための話し合いの機会をつくること

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域・防災・暮らし】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

地域福祉を推進するために

市民が取り組むべきことは、

「地域での交流などを通し

て、住民同士の助け合いの意

識 を 向 上 さ せ る こ と 」 が

41.6%となっています。 

地域福祉の推進には住民同士の助け合いの意識向上が必要 
DATA 
2-2 

地域福祉を推進するために市民が取り組むべきこと （複数回答・上位５項目） 

（％） 

２-２ 
基本方針 

身近な地域での支え合い活動の推進 

●地域包括ケアシステムの推進 

●地区カルテ等を活用した地域 

ごとの情報の集約と見える化 

●多摩区・３大学連携事業 

●生田地区コミュニティ推進事業 

事業・取組 
●地域包括ケアシステムの 

推進 

 

身近な課題への住民主体の

取組を広めていくため、課

題解決のプロセスを住民と

共有し、地域特性に応じた

「多世代で支え合う」地域づ

くりを進めます。 

●生田地区コミュニティ 
推進事業 

生田地区のコミュニティ活

動を活性化するために、生

田地区の実情に応じた拠

点活用を行います。 

N＝332 人 
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事業・取組の詳細は、P９４に掲載しています 
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多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流会等 
ミニ 

コラム 

のぼりとミーティング 

 

地ケアつながりプロジェクト～TeamSUGE～ 

 

中野島多世代つながり愛プロジェクト協議会 

 

 地域で活動する団体・関係機関の交流や情報共有

を目的に、団体交流会「のぼりとミーティング」を開催

しています。 

町内会・自治会、民生委員児童委員、地域カフェ、障

害福祉サービス事業所、クリニック、企業等様々な団

体が参加し、活動紹介、意見交換等を行い、交流を深

めています。 

 菅地区と地区内の活動団体の「困りごと・心配ご

と」を把握し、地域の実情に応じた具体的な取組を検

討するとともに、菅地区の支え合いの地域づくりの体

制・しくみを形成することを目的に、「地ケアつながり

プロジェクト～TeamSUGE～」を開催しています。 

地域の課題を改めて見つめ直し、地区内の資源を

知るための現地ツアーを実施し、地域資源をかけ合わ

せたアイデア（地ケ算）を実現しています。 

 「子どもの健やかな成長の喜びを全ての世代が共

有できるまちづくり」を目標に、「中野島多世代つな

がり愛プロジェクト協議会」を開催しています。 

地域の子育て世代やシニア世代が挨拶などの交流

を通して顔見知りになり、自分たちのできる範囲で

ちょっとした困りごとを助け合えるような地域をめ

ざし活動しています。 
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基本目標３ 

〔見守り・支え合いの 
ネットワークづくり〕 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

３年後を見据えてめざす多摩区の姿 

・誰もが安心して助けを求めることができ、地域が

その声を受け止め、必要な機関へつなげられてい

る 

 

・複雑化する課題に、区民・団体・民間・行政が連携 

して対応している 

一つの制度・分野では解決できない相談を受け止め、包括的な視点で支援を
継続していくために、区民・団体・民間・行政の更なる連携を図り、情報共有・連
携体制を充実させていきます。 
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支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 

区民・団体・民間・行政の連携 

基本目標３ 【見守り・支え合いのネットワークづくり】 を 
進める２つの基本方針 

一人ひとりの困りごとを見逃さず、必要な情報の提供を行い、サービスに

つなげることができるよう、気軽に相談できる体制の充実を図ります。ま

た、区民や民間事業者と連携して、地域での見守り活動を推進します。 

区民・団体・民間・行政が一体となって協力・連携できるよう支援体制の充

実を図ります。また、制度・分野の枠にとらわれない情報共有等の仕組みづ

くりに取り組みます。 

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／ 

 

 

基本目標 3-1 

【支援が必要な人への見守り・支え合いの推進】 

令和４年度川崎市地域福祉実態調査（多摩区版）では、地域福祉を推進するために

行政が取り組むべきこととして、「サービスが利用できない、結びつかない人への対応

の充実」と 53.7％の方が回答しています。 

 

 

 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、子ども、高齢者、

障がい者等に関わる相談に対し、連携して適切に対応します。また、関係機関等と連携

し、支援が必要な人への見守り、支え合いを進めます。 
 

重点 
項目 

 
 

 

 

 

 

▼ 
 

重点項目
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53.7

44.2

38.2

34.7

34.7

0 20 40 60

サービスが利用できない、結びつかない人への

対応の充実

福祉サービスを適切に利用することができるよ

うな評価や内容の情報開示

行政からの一元的な情報提供、相談の場づくり

市民への意識調査や団体アンケート、聞き取り

などによる地域課題やニーズの把握

ボランティアや地域で活動する地域福祉を担う

人材の育成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

地域福祉を推進するために

行政が取り組むべきことは、

「サービスが利用できない、

結びつかない人への対応の

充実」が 53.7%となってい

ます。 

サービスが利用できない、結びつかない人への対応が求められている 
DATA 
3-1 

地域福祉を推進するために行政が取り組むべきこと （複数回答・上位５項目） 

 

（％） 

３-1 
基本方針 

支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 

●新生児訪問・こんにちは赤ちゃ

ん訪問 

●産後の健康相談、育児相談 

●子ども・子育て相談 

●学習支援・居場所づくり事業 

 

事業・取組 
●新生児訪問・ 

こんにちは赤ちゃん訪問 

 

生後 4 か月までの赤ち

ゃんのいるご家庭に、訪

問指導員や訪問員が伺

い、赤ちゃんの体重測定

や相談を行います。 

●学習支援・ 

居場所づくり事業 

生活保護受給世帯及びひ

とり親家庭の小学３～６年

生及び中学生を対象に学

習支援や居場所の提供を

行います。 

N＝332 人 
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【地域・防災・暮らし】 

●川崎市地域見守りネットワーク

事業 

●認知症訪問支援事業 

●災害時要援護者避難支援制度 

 

事業・取組 
●川崎市地域見守り 

ネットワーク事業 

 

協力事業者等から連絡

のあった、異変のある地

域住民の情報を基に関

係部署と連携し、訪問等

による必要な支援を行

います。 

●認知症訪問支援事業 

認知症になってもできる

限り住み慣れた地域で暮

らし続けられるよう、多職

種の連携により、認知症

高齢者とその家族への支

援体制の構築を推進しま

す。 

【高齢者・障がい者】 

●ひとり暮らし等高齢者見守り

事業 

●認知症等行方不明 SOS ネット 

ワーク事業 

●高齢者・障がい者相談支援の 

実施 

 

事業・取組 ●高齢者・障がい者 

相談支援の実施 

高齢者・障がい者に関する

様々な相談を受け止め、

適切な機関・制度・サービ

ス等につなぎ、継続的なフ

ォローを行います。 

●認知症等行方不明 

SOS ネットワーク事業 

 

認知症等の方の情報を事前

に登録し、行方不明となっ

た際に速やかに発見するた

めの緊急連絡体制を構築し

ます。 

ＳＯＳネームプリントの貼り付け例 
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4.9

48.0

38.2

4.0

4.9

0 10 20 30 40 50 60

密接に図れている

比較的図れている

あまり図れているとはいえない

まったく図れていない

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て】 

データから見るポイント 

資料:令和４年度川崎市地域福祉実態調査  

 

地域の住民と交流や連携が

密接に図れていると考えてい

る団体は 4.9％にとどまって

います。 

「地域」の住民と密接に連携が図れている団体は少ない 
DATA 
3-2 

「地域」の住民と交流や連携が図れていると考えているか （単数回答） 

（％） 

３-２ 
基本方針 

区民・団体・民間・行政の連携 

●多摩区こども総合支援連携会議 

●多摩区要保護児童対策地域協

議会実務者会議 

●多摩区幼保小連携事業 

●民営保育所・保育施設等への訪

問・連携 

●多摩区子育て支援会議 

 

事業・取組 
●多摩区こども総合支援 

連携会議 

 

子どもに関わる市民活動団

体・機関・関係部署のネット

ワークを活かし、地域全体

で子育て支援を推進しま

す。 

●多摩区幼保小連携事業 

区内の幼稚園、保育所等、

小学校の職員が子どもの

発達の連続性を踏まえ、情

報共有や交流を行いなが

ら連携、協力を進めていき

ます。 

N＝325 団体 
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【地域・防災・暮らし】 

●多摩区支え合いのまちづくり 

推進会議 

●区・地区社会福祉協議会との連携 

●庁内の各種連携会議 

●多摩区健康づくり推進連絡会議 

●多摩区食育推進分科会 

●関係営業施設との連携 

事業・取組 

●多摩区支え合いの 

まちづくり推進会議 

 

多摩区地域包括ケアシス

テム推進のため、地域ニー

ズや課題の共有や、区地

域福祉計画の策定と事業

評価について各種団体の

代表者と意見交換を行い

ます。 

●多摩区健康づくり推進 

連絡会議 

 「かわさき健康づくり２１」

の推進とともに、健康づくり

推進のネットワークづくりを

めざします。 

【高齢者・障がい者】 

●地域ケア会議 

・個別ケア会議 

・地域ケア圏域会議 

・相談支援・ケアマネジメント会議 

●多摩区在宅療養推進協議会 

●多摩区地域自立支援協議会 

●多摩区精神保健福祉連絡会議 

事業・取組 ●地域ケア会議 

 

高齢者が地域の中で安心

して暮らし続けられるよ

う、高齢者個人に対する支

援の充実と、それを支える

社会基盤の整備を同時に

図ります。 

●多摩区地域自立支援協議会 

障がい者と家族が地域で安

心して生活できるよう、障

がいに関する普及啓発、社

会資源の開発、支援技術の

向上に取り組みます。 
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多摩区地域福祉計画が掲げる基本理念の実現に向け、区民、地域活動者・地域組織・

関係団体、事業者、区社会福祉協議会、行政が連携し一体となって、自助・互助・共助・公

助の枠組を基に、地域課題の解決に向けてそれぞれができることを取り組んでいきま

す。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

地域活動者 
地域組織 
関係団体 

町内会・自治会、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会、ＮＰＯ法
人、ボランティア、老人クラブ、ＰＴＡ、地域包括支援センター、地域子
育て支援センター、障害者相談支援センター、ソーシャルデザインセ
ンター等 

事業者等 
介護サービス事業者、障がい福祉サービス事業者、病院、ＬＰガス協
会、新聞販売組合、水道検針等業務受託者、その他民間企業等 

 ５ 地域福祉計画の進め方 

 様々な手法を用いて具体的な情報の発信を行う 

 相談支援体制を充実させる 

 関係各課と連携した総合的な支援を行う 

 定期健診や健康づくりに取り組み、自ら健康管

理を行う 

 防災訓練への参加や防災グッズの備蓄をする 

 身近な地域活動について情報収集する 

 近所の人や身近な人とあいさつし、普段から交

流をする 

 町内会・自治会に加入する 

区民 

区（行政） 

 地域の見守り、支え合いのため、声掛けをした

り、できる範囲のお手伝いをする 

 ボランティアとして活動する 

 地域の交流の場をつくる 

 様々な社会資源と連携・協働する 

 医療・介護保険サービスを提供する 

 質の高いサービスを提供する 

 福祉の視点を取り入れた取組を行う 

地域活動者 
地域組織・関係団体 

事業者等 

「
多
様
な
主
体
と
多
世
代
が
つ
な
が
る
支
え
合
い
の
ま
ち
多
摩
区
」
の
実
現 

区社会福祉協議会 

 区民の主体的な参加と活動を支援する 

 地域に根ざした活動を行う 

 地域福祉推進の中心的な存在として活動する 

自助 

互助 

共助 

公助 

 

 地域課題の解決に向けた具体的な取組 
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本計画の推進にあたっては、福祉、保健、医療、教育、まちづくりなど、幅広い分野に

関連していることから、地域包括ケアシステムの構築・推進に向けた施策の企画及び立

案等を行う「多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議」において、計画に含まれる取

組の進捗管理及び推進に関わる検討を行っています。 

また、学識経験者や関係機関・団体等で構成される｢多摩区支え合いのまちづくり推

進会議｣において、地域包括ケアシステムの推進に関する取組や本計画等への意見を求

めるとともに、専門的な立場や区民の視点で計画の推進及び進捗管理等の点検を行い

ます。その後、「川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、区計画の点検結

果を踏まえ、川崎市地域福祉計画と一体的に、地域福祉施策の評価等を行っていきま

す。 

さらに、「川崎市地域福祉活動計画」を策定している市・区社会福祉協議会と地域の

課題や情報を共有し、相互に連携しながら、支え合いのまちづくりを進めていきます。 

 

【第７期計画の推進体制】  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ＰＤＣＡサイクル】  

 多摩区地域福祉計画の推進にあたっては、「Plan（計画をたてる）→ Do（計画に取り組む）

→ Check（計画を確認する）→ Action（計画を見直す）」といういわゆる「ＰＤＣＡサイクル」

によって行います。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

多摩区 

社会福祉協議会 

川崎市 

地域福祉活動計画 

多摩区 

地域包括ケアシステム

推進本部会議 

多摩区 

支え合いの 

まちづくり推進会議 

多摩区地域福祉計画 

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン 

  連携 

Check (計画を確認する) 
 

Action(計画を見直す) 

Plan(計画をたてる) 
 

Do (計画に取り組む) 

連携 
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多摩区・地区社会福祉協議会の取組 

１－１ 多摩区社会福祉協議会の概要・取組 
  

社会福祉協議会（「社協」）は、社会福祉法に定められた公益性の高い民間の福祉団体です。

地域でみんなが幸せに安心して暮らせるようになるにはどうしたらいいか、様々な人・団体が

集まって話し合い、『お互いに支え合い、助け合いながら暮らせるまちづくり』を進めることを

目的に組織されています。 

 

【福祉を知る・学ぶ機会づくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日常生活での困りごとの支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域福祉活動の財源確保】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  コラム 

ボランティア講座の開催 

      

情報の発信 

 

福祉教育の推進 

 
ボランティア活動に必要な知識

や技術の習得を目的とした講座

や、学生を対象とした夏休みボラ

ンティア体験講座 

「チャレンジボ 

ランティア（通称 

チャレボラ）」を 

開催しています。 

      

学校での福祉学習を支援する

ために教職員と福祉学習支援者

を対象とした交流会や、親子を対

象とした「親子参 

加講座」、地域の 

方を対象とした 

福祉セミナー等を 

開催しています。 

区社協広報紙「区社協だより

[多摩]」や、ボランティア情報誌

[たまぼら]の発行の他、ホームペ

ージや Facebook を活用して、

福祉についての情 

報を発信し、啓発 

活動を行っていま 

す。 

あんしんセンター 

      

福祉車両貸出サービス 

 

車いす等福祉用具の無料貸出 

 

共同募金運動の推進 

      

寄付金品の受入・配分 

 

賛助会員の募集 

 

福祉サービスの利用や日常的

な金銭管理などに援助が必要な

高齢者や障がいのある方が安心

して地域で生活ができるように 

日常生活自立支援事業を実施し

ています。また、成年後見制度の

利用相談、普及啓発を行っていま

す。 

区内在住で介護保険等の公的

な貸出制度の利用ができない高

齢者や障がい者、疾病等の方に短

期間無料で車いすを貸出していま

す。また、講座向けに 

は車いすの他、高齢者 

疑似体験セットなどの 

貸出しも行っています。      

公共交通機関の利用が困難な

区内在住の高齢者や障がい者の

方で、福祉車両が無いと移動がで

きない方を対象に、福祉車両を貸

出しています。   

共同募金には、１０月 1 日から

の赤い羽根募金、１２月 1 日から

の年末助け合い募金があります。  

  募金は地域の福祉活動を支え

るために使われま 

す。区社協は共同         

募金会の事務局を          

担っています。 

社協の事業に賛同し、資金面で

社協活動を支援していただく「賛

助会員」を、地区社協と協力し毎

年募集しています。賛助会費は

区・地区社協が行う福祉活動を支

えるための財源として幅広く役立

てられています。 

地域の皆様から寄せられた寄

付金品の受入を行っています。寄

せられた寄付金を財源として、区

社協の会員である障がい者等当

事者団体やボランティアグループ

を対象に、活動費とし 

て助成しています。 
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多摩区社会福祉協議会は、町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、障がい者等当事者

団体、ボランティアグループなど、地域の福祉関係団体により構成されています。 

「見守り支え合う多摩区」をめざして事業を展開し、様々な地域福祉活動を行っています。 

 

【地域福祉活動の展開、支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種相談】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委託事業・指定管理事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

地区社協福祉協議会の活動支援 

      

地域の行事への参加・協力・支援 

 

多世代交流事業 

 

ボランティア相談 

      

生活福祉資金貸付事業 

 

福祉教育相談 

 

福祉パルたま 

      

ぼくの名 前 は「ミサタマドン」。 みまもり・ささえあうたまくをめざして 

みんなが幸せに暮らせるように願っている恐竜だよ。 

多摩区社協キャラクター 

「ミサタマドン」 

 

地区社協は地域に住む方々が

会員となり、支え合い助け合いの

活動を展開している任意団体で

す。区内の５つの地区社協と連携

して、地域 

福祉を推進 

しています。 

      

区内の老人いこいの家を会場

として、高齢者と大学生の交流事

業「スマホの使い方を気軽に聞け

る交流会」や、子育て中の親子か

ら高齢者までが集える地域多世

代交流「おしゃべりサロンいちに

のさん！」を開催しています。     

「多摩ふれあいまつり」や「たま

たま子育てまつり」に事務局とし

て協力・支援するほか、参加団体

として出店しています。また、広

報・啓発活動の一環として、毎年

「多摩区民祭」に参加し、参加型の

区社協ＰＲ活動を行っています。     

ボランティアに関する様々な相

談を受付け、活動の紹介や調整を

行っています。また、パサージュた

まや多摩ふれあいまつりなどの会

場でボランティア 

相談会「たまぼら 

ひろば」を開催し 

ています。 

学校の福祉に関する授業や町

内会、企業、団体などからの福祉

教育の実施についての相談に応

じています。希望に沿った学習プ

ログラムの提案や、         

講座の企画・調整、福        

祉情報の提供などの        

お手伝いをします。 

     

低所得世帯や高齢者、障がい者

世帯などが自立し、安定した生活

を送れるよう、一時的な資金の貸

付と必要な相談支援を行ってい

ます。貸付には条件・基準があり

ます。 

     

老人いこいの家 

      
川崎市が地域福祉活動の拠点施設として各区に

設置している福祉パルたまの管理運営を受託して

います。社会福祉の推進・理解を目的とした研修会

や行事で利用できます。 

開館時間：午前９時～午後５時（火・木曜日は午後９時まで）

休館日：第２・４・５日曜日、国民の祝日、年末年始 

※第１・３日曜日の利用は、利用日の１０日前までに

予約が必要 

【研修室】 定員４０人 事前申込制 

【ボランティアコーナー】 定員１８人 当日先着制     

高齢者の健康増進を図ることを目的とし、教養

の向上やレクリエーション活動の場を提供する施設

です。いこいの家の主催事業に参加する他、団体活

動の場として利用できます。また、地域の方がサロ

ンやミニデイ、ふれあい会食活動を行っています。    

 多摩区には７館（登戸・菅・南菅・中野島・錦ヶ丘・

枡形・長尾）のいこいの家があります。 

対象：６０歳以上の川崎市内在住の方 

開館時間：午前９時～午後４時 

休館日：日曜日、国民の祝日（敬老の日は除く）、年末年始  
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１－２ 各地区社会福祉協議会の概要・取組 
 

 多摩区内には、5 つの地区社会福祉協議会（任意団体）があり、地域の福祉課題の解決に

向け、地域住民全員が福祉の担い手となり、住民同士がお互いに「支え合うこと」を目的と

して様々な活動を展開しています。 

構成員や活動内容は、それぞれの地区社会福祉協議会によって異なりますが、その多く

は町内会・自治会、民生委員児童委員、保護司、社会福祉に関する団体等によって構成さ

れ、様々な福祉活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登戸地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

福祉パルたま、登戸いこいの家 

●主な事業 

広報誌の発行、ふれあい型老人会食会、 

障がい児・者との「クリスマス会」、七夕まつり、 

登戸小学校「登戸フェスティバル」への参加、 

登戸福祉まつり など                       ●●●●●●●●●●●●● 

菅地区社協 

中野島地区社協 

登戸地区社協 

稲田地区社協 

生田地区社協 
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生田地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

生田出張所、福祉パルたま、錦ケ丘・枡形いこいの家 

●主な事業 

広報誌の発行、福祉感謝の集い、 

長寿をたのしもう！、子育て支援「ニコニコ広場」、 

中学校生活指導担当教諭との交流、 

中学生が語る会、お年寄りのつどい、会食会 など        中学生が語る会 

菅地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

  菅会館、菅いこいの家  

●主な事業 

広報誌の発行、社会福祉のつどい、 

高齢者等への手紙発送（暑中見舞い、年賀状等）、 

親子で座禅体験、高齢者・障がい者体験学習、 

老人会食活動、ミニデイサービスありのみ会 など        社会福祉のつどい 

中野島地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

中野島いこいの家、中野島会館、多摩川の里、小学校 

●主な事業 

心の癒しコンサート、社会福祉のつどい、 

一人暮らし高齢者への年賀状友愛訪問、 

子供教育のための施設見学、広報誌の発行、 

ミニデイサービスたんぽぽ、老人会食会 など           社会福祉のつどい 

稲田地区社会福祉協議会 

●主な拠点・活動場所 

長尾いこいの家、宿河原会館 

●主な事業 

広報紙の発行、体力測定、健康ウォーキング、 

相撲大会、文化作品展、クリスマス会、 

障がいのある子ども・家族とのバスハイク、 

地域福祉のつどい など                   ●●●●●●●●●●●●● 
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町内会・自治会の取組 

 

多摩区内の各地域において地域の皆さまが、つながり、支え合い、そして、安全・安心な 

住みやすいまちづくりをめざして、防犯や防災、環境美化、情報発信、イベントなど地域に 

根ざした様々な活動に取り組んでいます。 
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町内会・自治会の活動に 

ぜひご参加ください！ 

犯罪や事故のない安心して暮らせるまちづくりはみんなの願いで

す。町内会・自治会では、地域防犯や交通安全のため、子どもの登下

校時のパトロールや交通安全教室などを実施しています。 

地域のことは地域で守るという考えのもと、主に町内会・自治会で

組織された自主防災組織が、平常時には初期消火や救出援護活動、

炊き出し等の訓練を行っています。 
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ごみの集積所の維持管理や資源の分別収集、公園・道路の清掃 

など、地域の環境美化に取り組んでいます。 

県、市などからのお知らせや町内会・自治会で作成している町内会

だより等も、町内会・自治会の掲示板や回覧等で、地域の皆さんに

情報を伝えています。 
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ここでご紹介している活動 
以外にも様々な活動に 
取り組んでいます。 

お祭り、運動会、各種のスポーツ大会などは、みんなが気軽に参加 

できる地域のイベントです。これらの行事を通じ、子どもから高齢者

の方まで地域でふれあう機会を提供しています。 
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民生委員児童委員の取組 

 

～ 民生委員児童委員とは ～ 

民生委員法に基づき、地域の推薦により選出され、無報酬のボランティアとして

厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の公務員です。 

児童福祉法により児童委員を兼ねていることから、「民生委員児童委員」と呼ば

れます。 

担当区域を受け持つ「地区担当民生委員児童委員」と、児童福祉に関わることを

主に担当する「主任児童委員」がいます。 

 

民生委員児童委員は、地域住民の一員として市民の暮らしを見守り、安心して暮

らすことのできる地域づくりに取り組んでいます。高齢者、障がい者、子育て中の方、

生活困窮世帯など、生活のことで悩みを抱えている方の相談に応じて、必要な支援

につなげる役割を担っています。 

また、行政機関から依頼される事業や社会福祉協議会の活動への協力、関係機

関との情報共有・連携、見守り活動や交流活動も行っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談を受ける】 
【話し合う】 【訪問する】 

【見守る】 

【交流する】 

【協力する】 
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～ 多摩区の民生委員児童委員活動 ～ 

民生委員児童委員の組織として、一定の区域ごとに「民生委員児童委員協議会」（以

下「民児協」）が設置されています。民児協では、一人ひとりの民生委員児童委員活動

を支えていくために、活動に関する連絡や情報収集、研修等が行われています。 

多摩区には８つの地区民児協（稲田東・登戸・菅第１・菅第２・稲田中野島・生田東・生

田中央・生田第２）があり、それぞれの地区の状況に合わせて工夫をしながら、やりが

いを持って活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

子育てサロン 見守りパトロール 

      

地域カフェ 

      

多世代交流 

      

研修会 
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一緒に活動 

しませんか 

【民生委員児童委員になるには?】 

町内会・自治会など地域から推薦を受けて、選出さ

れます。 

新たに地区担当民生委員児童委員になる場合の年

齢要件は、委嘱日に原則72歳未満（地域の実情によっ

ては７５歳未満）です。 

詳細は市ホームページをご覧ください。 
 

川崎市 民生委員児童委員     検索 
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地域福祉の推進とコミュニティ施策 

 

川崎市では、コミュニティの１０年後の未来を描いた「希望のシナリオ」の実 

現に向けて、多様な主体の連携により、持続可能な暮らしやすい地域を実現 

するために、「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」をまとめました。 

この「基本的考え方」は、地域包括ケアシステム推進ビジョンの取組をコミュニティ施策の視

点から支え、相互補完的に充実させる位置づけになります。 

施策の１つとして、地域での課題解決や新しい価値を生み出す市民創発のプラットフォーム

となる「ソーシャルデザインセンター」の創出が進められ、多摩区では令和２（2020）年３月に

区民が主体的に運営する「多摩区ソーシャルデザインセンター」が開設されました。 

コミュニティ施策における各取組と、多摩区地域福祉計画における各取組を、情報共有をし

ながら連携して推進していきます。 

 

【多摩区ソーシャルデザインセンターって、どんなことしているの？】  

 

簡単に言うと                                       のことです。 

 

人や団体・企業、資源・活動をつなげる機能や人材育成、まちのひろばへの支援等の機能を

持つことが必要と考えられています。 

多摩区ソーシャルデザインセンターでは、地域で活動する団体等を支援するため、相談の受

付や補助事業を実施するほか、地域人材の掘り起こしや地域とのネットワーク構築、地域を訪

れての情報収集、市・区が実施する事業への協力・連携等を通じて、地域とのつながりをつく

りながら中間支援機能の取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろんな活動をしている人たちのつなぎの場 

人と人を結ぶ 登戸・たまがわマルシェ 

【人材】 

地域人材の掘り起こし 

人材バンクの構築 

【交流】 

地域のネットワークの 

構築・交流促進 

【情報】 

地域情報の収集・発信 

【協力】 

市・区が実施する 

事業への協力・連携 

 相談支援 

 補助事業の効果的な実施 

 コーディネート・ 

中間支援の実施 
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ホームページ Facebook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

１ 多摩区のプロフィル 

２ 統計データから見る多摩区 

３ 多摩区をもっと細かく見てみる（地区の概況） 

 ２ 

その 

こ こ か ら （ そ の ２ ～ ） は 、「 た ま く の 計 画 」 を 策 定 す る ための 基 礎 資 料 で あ る 、 多 摩 区 の 現 状 、 「 地

域 の 生 活 課 題 に 関 す る 調 査 」や 、 第 ６ 期 計 画 の 振 り返 り を 掲 載 し て い ま す 。 
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多摩区基本データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 １ 多摩区のプロフィル 

２位 ４位 ５位 

人口 

215,194 ⼈ 

男性 

女性 

109,288 人 

105,906 人 

平均年齢 

43.9 歳 

昼夜間 
人口比率 

79.1％ 
外国人住民人口 

4,868 人 
【資料】 

人口・平均年齢：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」（令和４年９月末日現在） 

世帯数：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」（令和４年９月末日現在） 

外国人住民人口：川崎市統計情報「川崎市管区別年齢別外国人住民人口」（令和４年９月末日現在） 

昼夜間人口比率：令和 2 年国勢調査（令和２年 10 月 1 日現在） 

７区比較で読み解く多摩区 

多摩区は川崎市の北西部に位置し、高津区・宮

前区・麻生区、東京都の世田谷区・狛江市・調布

市・稲城市と隣接しています。北部を多摩川が流

れ、南部には多摩丘陵が広がっています。地形

は、北部の多摩川沿いは平坦な土地が広がって

いる一方で、南部の丘陵地帯は起伏が激しくなっ

ています。 

115,308 世帯 世帯数 

人口増減数（人） 

（直近５年合計） 

１ 中原区 10,827 

２ 多摩区 7,697 

３ 幸区 5,584 

４ 宮前区 5,040 

５ 麻生区 3,501 

６ 高津区 3,045 

７ 川崎区 285 

資料：川崎市統計情報「川崎市の人口 
動態」 

（平成30 年から令和４年の合計値） 

出生率（‰） 

 
１ 中原区 9.6 

２ 幸区 8.7 

３ 高津区 8.1 

４ 多摩区 7.7 

５ 宮前区 7.3 

６ 麻生区 6.6 

７ 川崎区 6.0 

 資料：令和２年度川崎市統計書 
「出生・死亡・婚姻・離婚数の推移」 
（令和３年１月から 12 月の出生率） 

外国人住民 
人口（人） 

１ 川崎区 16,962 

２ 中原区 6,506 

３ 幸区 5,915 

４ 高津区 5,653 

５ 多摩区 5,056 

６ 宮前区 4,420 

７ 麻生区 3,280 

 資料：川崎市統計情報「川崎市管区別 
年齢別外国人住民人口」 
（令和５年３月末日現在） 
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■多摩区のシンボルマーク 
 

多摩区の頭文字「多」をモチーフに緑豊かな自然
環境を表現する二羽の鳥にデザインされ、多摩区
制２０周年を記念して制定されました。自然との
調和の中で、人間らしくのびのびと生活する区民
と 21 世紀へ向け飛躍する多摩区を親しみやす
く象徴しています。 

６位 ６位 ７位 

多摩区のシンボルマーク 

■多摩区の区の木と区の花 
 

昭和 47 年(1972 年)に川崎市が政令指定都市に移行
し、行政区として多摩区が誕生しました。平成 8 年
（1996 年）に区民からの公募により「ハナミズキ」「ナシ」
が区の木、「モモ」「スミレ」が区の花に制定されました。 

区域内の交通 

世田谷町田線（津久井道）が区域の

中央を東西に横断し、川崎府中線（府

中街道）が南北に縦断しています。鉄

道は JR 南武線（稲田堤駅、中野島駅、

登戸駅、宿河原駅）と小田急小田原線

（読売ランド前駅、生田駅、向ヶ丘遊園

駅、登戸駅）、京王相模原線（京王稲田

堤駅）が立地し、都心へのアクセスが

良好です。 

町内会・自治会 
加入率（％） 

１ 幸区 66.4 

２ 麻生区 61.3 

３ 中原区 61.2 

４ 宮前区 58.9 

５ 高津区 57.5 

６ 川崎区 52.1 

７ 多摩区 50.3 
資料：令和４年度川崎市統計書 

「住民組織加入状況」 
（令和４年 4 月 1 日現在） 

 

昼夜間人口 
比率（％） 
 １ 川崎区 116.2 

２ 幸区 95.3 

３ 中原区 83.3 

４ 高津区 82.1 

５ 麻生区 81.3 

６ 多摩区 79.1 

７ 宮前区 74.5 

資料：令和２年国勢調査 
（令和２年 10 月 1 日現在） 

年少人口割合（％） 

（15 歳未満人口） 

１ 宮前区 13.3 

２ 幸区 13.2 

３ 中原区 12.6 

４ 麻生区 12.4 

５ 高津区 12.2 

６ 多摩区 10.7 

７ 川崎区 10.3 

 資料：川崎市統計情報 
「町丁別年齢別人口」 
（令和５年３月末日現在） 
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人口 

人口・世帯数は増加傾向、１世帯当たりの人員は減少傾向 

多摩区の総人口と世帯数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」 

（各年９月末日現在) 

 
年少人口は減少し、高齢者人口の割合が増加傾向 

多摩区の年齢区分別人口割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」 
（各年９月末日現在） 

 
 

 ２ 統計データから見る多摩区 

11.2

11.9

12.7

13.3

69.0

69.2

71.5

73.3

9.7

10.1

8.9

8.1

10.2

8.7

6.9

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和2年

（2020）

平成27年

（2015）

平成22年

（2010）

平成17年

（2005）

15歳未満 15歳～64歳 65歳~74歳 75歳以上

高齢者の割合が増えているんだね。 

今は５人に１人が６５歳以上なんだね！！ 

15.8 

18.8 

19.9 

 内の数字は 65 歳以上の割合 

13.4 

人口は増えているけれど、 
１世帯の人数は減っているね。 
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１年ごと 5 年ごと 

192,343 
198,070 204,828 205,168

212,740 214,343 215,194 

87,431 
93,347 

99,399 102,196

111,237 113,532 115,308

2.20

2.12

2.06

2.01

1.91

1.89
1.87

1.85

1.95
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令和３年
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令和４年

（2022）

（人）
（人、世帯）

総人口 世帯数 １世帯当たり人員

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
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総人口は２０３０年がピーク、７５歳以上人口が大幅に増加 

多摩区の年齢区分別将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：「川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（更新版）」（各年 10 月１日現在） 

令和４年２月 川崎市総務企画局 
 

20 代、30 代を中心に転出入が多い 

多摩区の転出入の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：川崎市統計情報「年齢５歳階級別移動人口」（令和３年 10 月〜令和４年９月） 

668 742 

9,084 

3,498 

1,096 
704 821 

-1,124 
-350 

-6,991 

-3,993 

-1,387 
-866 -951 

-456 

392 

2,093 

-495 -291 -162 -130 
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-1,000

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000
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（人）

転入 転出 社会増減
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-7,000
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2,000

5,000

8,000

11,000

14,000

17,000

区全体

（人）
16,613

-15,662

951

２０３０年をピークに人口

が減少していくんだね。 

区の人口約７％の年間約１．７万人もの人

が新しく多摩区に転入した人なんだね！ 
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外国人人口は減少傾向 

多摩区の外国人人口及び外国人人口比率の推移 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市統計書「外国人登録人口」 
（各年度末日現在）  

  

3,434 
3,663 

3,485 

5,098 
4,806 4,615 

1.7 1.7 1.6

2.3 2.2 2.1

0.0

1.0

2.0
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4.0

5.0

0

2,000

4,000

6,000

平成17年度
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平成27年度
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令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

（％）（人）

外国人人口 外国人人口比率

5 年ごと １年ごと 〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
〜

 

多文化共生のために、お互いの文化を 

知る必要があるね！ 
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子どもの状況 

出生率は平成２７年から低下傾向 

多摩区の出生数・出生率の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
資料：川崎市統計書（各年次） 

 
 
 
 
 

児童虐待相談・通告件数は増加傾向 

多摩区の児童虐待相談・通告、要保護児童対策地域協議会取扱件数の推移 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：こども未来局「川崎市子どもを虐待から守る条例第２１条に基づく年次報告書」 

（各年度末） 
 

288 317

541 513

637 653

392
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747

844
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0
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平成28年度
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令和３年度

（2021）

（人）

児童虐待相談・通告件数 要保護児童対策地域協議会取扱件数

1,929 
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1,820 1,823 
1,710 
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（‰）（人）

出生数 出生率

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
 

児童虐待を防ぐためにも、地域のみんなで

子育て世帯を見守っていけるといいね。 

出生数も出生率も下がっているね。 

5 年ごと １年ごと 
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高齢者の状況 

ひとり暮らし高齢者は男女とも増加傾向 

多摩区のひとり暮らし高齢者数の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 
 

 

近年では特に要支援者、要介護１・２認定者が増加傾向 

多摩区の要介護・要支援認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：川崎市統計書（各年度末現在。65 歳以上） 

※ 平成１８年４月より「要支援」が「要支援１」に、「要介護１」が 
「要支援２」と「要介護１」に改められました 

  

144 
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（人）
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要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

5 年ごと １年ごと 
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〜
〜

 

支援や介護の必要な方が 

増えているね。 

1,252 

2,101 
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高齢単身者数（男性） 高齢単身者数（女性） 高齢単身者総数

15 年で約2.1 倍 

ひとり暮らしの高齢者が 

増えているね。 
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障がい者の状況 

障害者手帳所持者数はいずれも微増傾向 

多摩区の障害者手帳所持者数の推移 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
資料：川崎市健康福祉年報（各年度末） 

  

なかでも療育手帳所持者、精神保健 

福祉手帳所持者の方が増えているね。 

5 年ごと 

4,323 
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2,726 

3,467 

3,981 
3,698 3,689 3,649 

1,796 

2,396 
2,904 2,916 2,951 2,977 
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被保護実人員 被保護実世帯数

生活保護の状況 

生活保護受給世帯数はやや減少傾向 

多摩区の生活保護の状況の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川崎市統計書（各年度月平均。実人員には保護停止中を含む。） 

 

  
生活保護を受けている人数は 

２０１５年までは増加して、その

後は徐々に減ってきているね。 

〜
〜

〜
〜

〜
〜

〜
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60,168 
62,088 

60,304 
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66.7

63.8
59.0 58.4 57.7
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平成17年度

（2005）

平成22年度

（2010）

平成27年度

（2015）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

（％）（人）

加入世帯数（多摩区） 加入率（多摩区） 加入率（市）

 地域福祉の状況 

町内会・自治会加入率は市を下回り、低下傾向が続く 

多摩区の町内会・自治会加入状況の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料：川崎市統計書「住民組織加入状況」 
（各年度 4 月 1 日現在） 

 

 
 

老人クラブ数も会員数も減少が続く 

多摩区の老人クラブの状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：川崎市統計書（各年度４月１日現在） 

 
 
 
 
  

町内会・自治会加入世帯数、加入率は 

下がってきているんだね。 
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〜
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平成29年度

（2017）

平成30年度
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令和元年度
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令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

会員数 クラブ数

（人）
（クラブ）

令和２年度からクラブ数が 

毎年減り続けているね。 
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 資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」（令和４年９月末日現在） 

 ３ 多摩区をもっと細かく見てみる（地区の概況） 

川崎市では、地域包括ケアシステム構築に向けて、地区カルテ等を活用した地域マネジ

メントを一層推進するため、市内を４４の圏域に分け「地域ケア圏域」を設定しました。 

多摩区では、５つの地区（地域ケア圏域）に分け、地域福祉向上に向けた取組を推進し

ています。取組を推進していくうえで、人口などの統計データや地域資源、地域活動を地

区ごとに整理し、その地区の特徴や課題等をまとめた「地区カルテ」を作成し、地域の課

題を広く地域住民と共有し、課題解決に向けた取組を進めるためのツールとして活用し

ています。 

皆さんの住んでいる地域がどのエリアになるのか確認し、どのようなまちをつくってい

きたいか、共に考えていきましょう。 

登戸 
28,861 人 

    
和泉、登戸、 

登戸新町 

５つの 
 

地域ケア   
圏  域 
（人口と町） 

菅 
44,274 人 

    
菅、菅稲田堤、 

菅北浦、菅城下、 

菅仙谷、 

菅野戸呂、 

菅馬場 

 

生田 
75,623 人 

    
生田、東生田、 
東三田、枡形、 
栗谷、寺尾台、 
長沢、西生田、 
三田、南生田 

稲田 
42,999 人 

    
宿河原、堰、 

長尾 

中野島 
23,437 人 

    
中野島、布田 
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菅地区 

中野島地区 

生田地区 

登戸地区 

稲田地区 
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年齢別人口割合の推移 登戸地区の総人口と世帯数の推移 

登戸地区 地区内の町丁名 ： 和泉、登戸、登戸新町 

 
■ 地区データ、地域資源マップ 

人口 28,861人 0～14歳人口 2,837人 

世帯数 17,641世帯 15～64歳人口 22,001人 

高齢化率（65歳以上） 13.9％ 65歳以上人口 4,023人 

（令和４年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」「町丁別年齢別人口」 

（各年９月末日現在、令和５年は３月末日現在） 

23,705 
24,968 25,589 

27,594 28,380 28,861 29,110 

13,480 14,462 15,076 

16,538 

17,148 

17,641 
17,868 

1.76 1.73 1.70 1.67 
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（2022）

令和5年
（2023）

（人）（人、世帯）

総人口 世帯数
１世帯当たり人員(登戸) １世帯当たり人員(多摩区)

9.7

9.9

9.7

10.4

10.5

76.5

75.6

75.3

76.1

77.4

13.7

14.5

15.0

13.4

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和5年
（2023）

令和2年
（2020）

平成27年
（2015）

平成22年
（2010）

平成17年
（2005）

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

～
～

～
～
～
～
～
～

～
 

多摩区社会福祉協議会 

多摩区あんしんセンター 

登戸（包括Ｃ） 

 

 

 

◆ 公的施設 
■ 地域包括支援センター（包括Ｃ） 
● 高齢者施設 
★ 地域相談支援センター 
○ こども文化センター（こ文） 
◇ 地域子育て支援センター（地子Ｃ） 
▽ 小・中・高校 
☆ 大学 

登戸いこいの家 
● 

▽登戸小 

○KFJ 多摩 

  すかいきっず 

（こ文） 
 

◆ 

新宿 

立川 

登戸駅 

多摩区役所 

多摩市民館 

多摩図書館 

登戸行政サービスコーナー 

◆ 

◆ 

向ヶ丘遊園駅 川崎 認知症コールセンター 

サポートほっと 

町田 

◆ 
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年齢別人口割合の推移 菅地区の総人口と世帯数の推移 

◆ 公的施設 
■ 地域包括支援センター（包括Ｃ） 
● 高齢者施設 
★ 地域相談支援センター 
○ こども文化センター（こ文） 
◇ 地域子育て支援センター（地子Ｃ） 
▽ 小・中・高校 
☆ 大学 

◇ 宙(そら)（地子Ｃ） 

◇ 

多摩図書館菅閲覧所 
菅行政サービスコーナー 

● 

南菅（いこいの家、こ文） 

○ 
■ 

■ 
● 

菅の里 

（包括Ｃ） 
○ 

菅 

（いこいの家、こ文） 

南菅中 菅高 南菅小 

▽東菅小 ▽西菅小 

菅小▽ 
稲田堤駅 

京王稲田堤駅 

みなみすげ（地子Ｃ） 

よみうりランド 

花ハウス（包括Ｃ） 
◆ 

川崎市多摩スポーツセンター 

橋本 

新宿 

川崎 

立川 

農業技術支援 

センター 

◆ 
◆ 

◆ 多摩区役所道路公園センター 
◆ 

▽菅中 

菅地区 地区内の町丁名 ： 菅１～６丁目、菅稲田堤１～３丁目、菅北浦１～５丁目、菅城下、 

菅仙谷１～４丁目、菅野戸呂、菅馬場１～４丁目 

 

 ■ 地区データ、地域資源マップ 

人口 44,274人 0～14歳人口 4,835人 

世帯数 22,815世帯 15～64歳人口 30,640人 

高齢化率（65歳以上） 19.9％ 65歳以上人口 8,799人 

（令和４年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」「町丁別年齢別人口」 

（各年９月末日現在、令和５年は３月末日現在） 
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～
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18,635 
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年齢別人口割合の推移 中野島地区の総人口と世帯数の推移 

中野島地区 地区内の町丁名 ： 中野島、中野島１～６丁目、布田 

 

 ■ 地区データ、地域資源マップ 

人口 23,437人 0～14歳人口 2,389人 

世帯数 12,202世帯 15～64歳人口 15,592人 

高齢化率（65歳以上） 23.3％ 65歳以上人口 5,456人 

（令和４年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」「町丁別年齢別人口」 

（各年９月末日現在、令和５年は３月末日現在） 
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◆ 公的施設 
■ 地域包括支援センター（包括Ｃ） 
● 高齢者施設 
★ 地域相談支援センター 
○ こども文化センター（こ文） 
◇ 地域子育て支援センター（地子Ｃ） 
▽ 小・中・高校 
☆ 大学 

 

■ 多摩川の里 

（包括Ｃ） 

● 
中野島（いこいの家） 

▽カリタス女子学園中・高 

▽下布田小 

▽カリタス学園小 

多摩老人福祉センター 

中野島駅 

立川 

なかのしま（地子Ｃ） ◇ 
○中野島（こ文） ▽中野島小 

▽中野島中 

川崎 
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年齢別人口割合の推移 稲田地区の総人口と世帯数の推移 

稲田地区 地区内の町丁名 ： 宿河原１～７丁目、堰１～３丁目、長尾１～７丁目 

 

■ 地区データ、地域資源マップ 

人口 42,999人 0～14歳人口 4,921人 

世帯数 22,816世帯 15～64歳人口 29,809人 

高齢化率（65歳以上） 19.2％ 65歳以上人口 8,269人 

（令和４年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」「町丁別年齢別人口」 

（各年９月末日現在、令和５年は３月末日現在） 
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◇ 

■ 

しゅくがわら（包括Ｃ） 

▽稲田中 

▽多摩高 

▽ 

▽向の岡 
工業高 

宿河原駅 宿河原小 

西しゅくマーノ 

（地子Ｃ） 

立川 

 

◆ 公的施設 
■ 地域包括支援センター（包括Ｃ） 
● 高齢者施設 
★ 地域相談支援センター 
○ こども文化センター（こ文） 
◇ 地域子育て支援センター（地子Ｃ） 
▽ 小・中・高校 
☆ 大学 

● 

○ 

稲田小▽ 

長尾小 

▽ 

長尾 

（いこいの家、こ文） 

川崎 
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緑化センター 
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年齢別人口割合の推移 生田地区の総人口と世帯数の推移 

生田地区 地区内の町丁名 ：生田１～８丁目、東生田１～４丁目、東三田 1～３丁目 

枡形１～７丁目、栗谷１～４丁目、寺尾台１～２丁目、 

長沢１～４丁目、西生田１～５丁目、三田１～５丁目、 

南生田１～８丁目 

 

 ■ 地区データ、地域資源マップ 

人口 75,623人 0～14歳人口 8,298人 

世帯数 39,834世帯 15～64歳人口 51,078人 

高齢化率（65歳以上） 21.5％ 65歳以上人口 16,247人 

（令和４年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

資料：川崎市統計情報「町丁別世帯数・人口」「町丁別年齢別人口」 
（各年９月末日現在、令和５年は３月末日現在） 
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百合丘高 
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■ 

アベク 

★ 

▽生田高 

○ 

三田（こ文） 

三田小▽ 
生田中▽ 

☆明治大 

☆専修大 
◇ 

にしきがおか（地子Ｃ） 

読売ランド前駅 

生田駅 

▽ 

日本女子大付属中・高 

錦ヶ丘（いこいの家、こ文） 

生田出張所◆ 
 

◆北部児童相談所 
▽生田小 

生田東高▽ 

枡形中 

▽ 

東生田小▽ 

◇ 

ますがた（地子Ｃ） 

枡形（いこいの家、こ文） 

●○ 
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15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和5年
（2023）

令和2年
（2020）

平成27年
（2015）

平成22年
（2010）

平成17年
（2005）

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

～
～

～
～
～
～
～
～

～
 

69,619 
73,139 73,233 75,482 75,793 75,623 75,661 

32,289 
34,477 

35,655 

38,764 

39,436 

39,834 
40,023 

2.16 
2.12 

2.05 
1.95 

1.92 1.90 1.89 
2.12

2.06 2.01 1.91 1.89 1.87 1.86

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

令和4年
（2022）

令和5年
（2023）

（人）（人、世帯）

総人口 世帯数
１世帯当たり人員(生田) １世帯当たり人員(多摩区)

◆ 公的施設 
■ 地域包括支援センター（包括Ｃ） 
● 高齢者施設 
★ 地域相談支援センター 
○ こども文化センター（こ文） 
◇ 地域子育て支援センター（地子Ｃ） 
▽ 小・中・高校 
☆ 大学 
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長沢壮寿の里（包括Ｃ） 
※建替え中 

町田 

新宿 
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生田緑地で開催される「全国都市緑化かわさきフェア」の取組  

～みどりで、つなげる。みんなが、つながる。～ 

「全国都市緑化かわさきフェア（かわさきフェア）」は、みどりがもたら 

す快適で豊かな暮らしがあるまちづくりを進めるため、昭和 58（1983） 

年から毎年、全国各地で開催されている「花と緑の祭典」です。 

令和６（２０２４）年、川崎市は市制１００周年をむかえます。これまでの 

歴史や資源、強みなどを振り返り、次の１００年に向けて、みどりについて 

皆さんと一緒に考え行動することで、誰もが暮らしやすく住み続けたいま 

ちへとつなげていくため開催します。 

  【開催期間】 

   令和６年１０月１９日(土)～１１月１７日(日) 

   令和７年３月２２日(土)～４月１３日(日) 

  【会場】 

   生田緑地、富士見公園、等々力緑地、まちなかみどりスポットなど市内全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  コラム 

 生田緑地・エリアのコンセプト 「歴史・文化」 × みどり 

出展「全国都市緑化かわさきフェア基本・実施計画」 

 

 かわさきフェア会場の１つ 「まちなかみどりスポット」（多摩区での取組） 
区内の様々なみどりとオープンスペース（例：川崎市緑化セン

ター、稲田公園、多摩川緑地、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺）を活用

し、日常の活動や取組をかわさきフェアを通じて発信し、かわさ

きフェアを盛り上げる一体感を醸成します。また、まちなかみど

りスポットそれぞれをつなぐ取組として、身近なみどりを知り、

楽しみながら回遊できる仕掛けを実施します。 

 
[地域住民による花壇づくり] 
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自助・互助の取組 
（川崎市多摩区地域包括ケアシステム広報誌 地ケアTAMA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※掲載内容やインタビュアーの肩書等は、発行当時のものです。 

川崎市では、子どもから高齢者まで、 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるように、 

地域でのつながりや支え合いの仕組みづくり 

（「地域包括ケアシステム」略して「地ケア」）を進めています。 

 

生きがいづくりや健康づくり、介護予防などの「自分自身のケア（自助）」と 

周りの人同士の助け合い、町内会・自治会活動、ボランティア活動などの 

「みんなの支え合い（互助）」を一人ひとりが進めていくことが第一歩です。 

 

多摩区では、地域の方が取り組まれている 

様々な自助・互助の取組を紹介する 

「川崎市多摩区地域包括ケアシステム広報誌 地ケア TAMA」を 

発行しています。 

 

本計画のコラムとして、 

「川崎市多摩区地域包括ケアシステム広報誌 地ケア TAMA」に 

掲載した取組を紹介させていただきます。 

川崎市地域包括ケアシステム 

広報キャラクター 

あいちゃん 
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Vol.1 発行年月 2021.10 

【子ども・子育て】 
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Vol.3 発行年月 2022.9 
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Vol.5 発行年月 2023.9 

【高齢者・障がい者】 
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Vol.2 発行年月 2022.2 

【地域・防災・暮らし】 
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１ 第６回川崎市地域福祉実態調査結果 

２ 第６期多摩区地域福祉計画を振り返る 

 ３ 

その 

たまくの福祉を調べる

イラスト 
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1.2

5.1

28.3

47.3

16.3

0.6

1.2

0 10 20 30 40 50 60

家族のように親しく付き合っている

親しく話をする

ときどき話をする程度

あいさつをする程度

ほとんど付き合いがない

その他

無回答

 
 

【調査概要】 

地域福祉に関するニーズを把握し、本市における地域福祉の向上に資する第７期地域福祉

計画策定に向けた基礎資料とすることを目的に、令和４（2022）年度に「地域福祉実態調査」

を実施しました。調査の主な結果は次のとおりです。 

 

● 多摩区での実施状況 

 対 象 者   18 歳以上の男女 1,000 人 

 抽 出 方 法 住民基本台帳から無作為抽出 

 調 査 方 法 郵送配布・郵送回収 

 調 査 時 期 令和４（2022）年１１月〜１２月 

 有効回収数  ３３２人（33.2%） 

 

 

 

地域のこと 

Ｑ１ ご近所の方とは、普段どの程度のお付き合い？  

普段ご近所の方とどの程度のつきあいをしていますか 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
「あいさつをする程度」が 47.3%と約半数、次いで「ときどき話をする程度」が 28.3%、

「ほとんど付き合いがない」が 16.3%と続き、この３つで全体の約９割を占めます。一方

で、「親しく話をする」が 5.1％、「家族のように親しく付き合っている」が 1.2%と、この２

つを合わせても全体の１割に満たない結果となっています。  

 １ 第６回川崎市地域福祉実態調査結果 

あいさつをする程度、ときどき話を

する程度で約８割近くいるね。 

N＝332 人 

（％） 
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18.4

21.1

44.9

2.1

3.0

6.0

3.3

1.2

0 10 20 30 40 50

地域で助け合うことは大切であり、そのために

もふだんからの交流は必要だ

いざという時に助け合いたいので、多少面倒

でもふだんから交流しておいた方が良い

困った時は当然助け合うべきだが、日ごろの

交流は面倒なのであまりしたくない

地域での助け合いは必要だと思わないが、地

域で交流すること自体は大切だ

地域との交流より、気の合った仲間やグルー

プで交流し、その中で助け合えば良い

困った時は行政などが支援すべきで、地域で

の助け合いや日頃の交流は必要ない

その他

無回答

 

Ｑ２ 近所や地域住民同士の交流についてどう思っている？  

近所づきあいや地域住民同士の交流について、どの程度必要だとお考えですか 

 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
「困った時は当然助け合うべきだが、日ごろの交流は面倒なのであまりしたくない」が

44.9％と最も高く、次いで、「いざという時に助け合いたいので、多少面倒でもふだんか

ら交流しておいた方が良い」が 21.1%となっています。 

 

＜参考＞地域でのつながりに対する意識をまとめると…… 
Q1、Q2、Q4、Q8 で割合の高かった回答からまとめました。 

Q2 近所づきあいや地域住民同士の交流について、どの程度必要だとお考えですか 
「困った時は当然助け合うべきだが、日ごろの交流は面倒なのであまりしたくない」 

⇒44.9％ 

 

「日頃の交流」は？ 

Q1 普段ご近所の方とどの程度のつきあいをしていますか 
「あいさつをする程度」⇒47.3%、「ときどき話をする程度」⇒28.3% 

「困った時」とは？（P79） 

Q4 「地域」での生活において、いま何が問題だと感じていますか（≒困りそうなこと） 
   「地域防犯・防災に関する問題」⇒32.5％、「高齢者に関する問題」⇒30.4％ 

何を「助け合う」？（P８１） 

Q8 地域の支え合いとして、あなたご自身ができることは何ですか 
「安否確認の見守り・声かけ」⇒47.3%、「災害時の手助け」⇒26.5% 

 

日頃はあいさつ程度の付き合いで、ゆるやかにつながりながら、困っている高齢者の方

には見守りや声かけ、災害時にはお互いに手助けしたい。  

N＝332 人 

（％） 

いざというときに備えて、 

多少面倒でもふだんから交流しておいた 

ほうがいいよね。 
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38.0

39.5

9.6

1.5

6.0

0.6

1.5

0.6

2.7

0 10 20 30 40 50

隣近所程度

町内会・自治会程度

小学校区程度

中学校区程度

区内程度

市内程度

それ以上

その他

無回答

8.1

30.4

11.1

23.5

32.5

17.8

11.7

18.4

5.7

7.8

3.3

31.9

3.9

0 10 20 30 40 50

健康づくりに関する問題

（ストレス、食育、生活習慣病など）

高齢者に関する問題（介護、権利擁護、

生きがいづくり、見守りなど）

障害児・者に関する問題（地域生活支援、権利擁護、

活動支援、障害に対する理解など）

子どもに関する問題（育児不安、児童虐待、ヤングケアラー、

子育て支援、教育、しつけ、遊び場づくりなど）

地域防犯・防災に関する問題（交通安全、子どもの見守り、

火の用心、防災訓練など）

地域のつながりに関する問題（近所づきあい、新型コロナウィルス

など新興感染症による対面での交流、…

家庭不安や心配ごとを誰にも相談できない

人がいるという問題

適切な情報が得られない、あることを知らない

人がいるという問題

地域活動や団体活動を行う拠点や場所がない

（足りない）という問題

地域での活動・資源に関する問題（買い物、移動、食事など）

その他

特に問題だと感じていることはない

無回答

 

Ｑ３ 助け合いができる地域ってどれくらい？  

助け合いができる「地域」の範囲をどの程度だと考えていますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
助け合いができる地域の範囲については、「町内会・自治会程度」が 39.5%で最も高く、次

いで「隣近所程度」が 38.0%で、全体の８割近くを占めています。 

Ｑ４ 地域で問題になっていることってどんなこと？  

「地域」での生活において、いま何が問題だと感じていますか（複数回答） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
地域で問題になっていることについては、「地域防犯・防災に関する問題（交通安全、子ども

の見守り、火の用心、防災訓練など）」が 32.5%で最も高く、次いで「特に問題だと感じて

いることはない」が 31.9%となっています。  

N＝332 人 

（％） 

隣近所や町内会・自治会 

程度の範囲が多いんだね！ 

N＝332 人 

（％） 

地域の防犯や防災に問題を 

感じているね。 
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39.8

33.1

26.2

18.4

9.6

7.8

16.6

0 10 20 30 40 50

身の回りのことがいつまで自分でできるかわからない

経済的に生活できるか不安

介護が必要な家族を家庭で介護できる自信がない

病気になったときに頼れる人が身近にいない

子育てがうまくできるか不安

その他

無回答

67.5

53.3

32.8

15.4

12.0

5.1

3.3

3.3

3.0

3.0

2.7

0.6

0.3

0.0

2.1

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

同居している家族

友人・知人

離れて暮らしている家族

インターネット

かかりつけの医療機関

近所の人

地域包括支援センター等専門機関

区役所地域みまもり支援センター職員

相談する人がいない

福祉施設やサービス提供事業所の職員

相談する人はいるが相談しない

民生委員児童委員

民間の相談機関（電話相談を含む）

社会福祉協議会

その他

無回答

いつまでも安心して暮らすために 

Ｑ５ 家庭生活の中で不安を感じることってどんなこと？           

家庭生活の中で次のような不安を感じたことがありますか（複数回答） 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
   
 
「身の回りのことがいつまで自分でできるかわからない」が 39.8%と最も高い結果となり

ました。次いで、「経済的に生活できるか不安」が 33.1%、「介護が必要な家族を家庭で介

護できる自信がない」が 26.2％、「病気になったときに頼れる人が身近にいない」が

18.4％と続いています。 

 

Ｑ６ 生活での心配ごとや悩みごとを相談する人は誰？  

日常生活で心配ごとや悩みごとがある時誰に相談していますか（複数回答） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
心配ごとや悩みごとがある時の相談相手は、「同居している家族」が 67.5％と最も高い結

果となりました。次いで、「友人・知人」が 53.3%、「離れて暮らしている家族」が 32.8％と

続いています。  

自分でできない状態に 

なることへの不安が多いね。 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

家族や友人・知人が 

中心だね。 

N＝332 人 
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41.6

6.9

7.8

23.2

2.1

22.3

4.5

9.9

35.8

8.1

3.0

2.4

13.9

8.4

0 10 20 30 40 50

安否確認の見守り・声かけ

趣味など世間話の相手

子育て・介護などの相談相手

炊事・洗濯・掃除などの家事

草むしり、冷蔵庫内の整理

ちょっとした買い物

子どもの預かり

外出の付き添い

災害時の手助け

ごみ出し・雨戸の開け閉め

電池交換や簡単な大工工事

その他

特にない

無回答

47.3

15.4

8.7

5.1

2.4

25.9

4.2

6.3

26.5

10.5

5.4

0.9

17.5

12.7

0 10 20 30 40 50

安否確認の見守り・声かけ

趣味など世間話の相手

子育て・介護などの相談相手

炊事・洗濯・掃除などの家事

草むしり、冷蔵庫内の整理

ちょっとした買い物

子どもの預かり

外出の付き添い

災害時の手助け

ごみ出し・雨戸の開け閉め

電池交換や簡単な大工工事

その他

特にない

無回答

 

Ｑ７ どんな手助けを地域の人に求めたい？ 

地域の人たちにどんな手助けをしてほしいですか（複数回答） 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
地域の人に手助けしてほしいことは、「安否確認の見守り・声かけ」が 41.6%で最も高く、

次いで「災害時の手助け」が 35.8%、「炊事・洗濯・掃除などの家事」が 23.2%となってい

ます。 

 

Ｑ８ 自分ができることってなんですか？  

地域の支え合いとして、あなたご自身ができることは何ですか（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域の人に手助けできることは、「安否確認の見守り・声かけ」が 47.3%で最も高く、次い

で「災害時の手助け」が 26.5%、「ちょっとした買い物」が 25.9%となっています。 

N＝332 人 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

見守りや声掛け、手助けを

求めているね。 

見守りや声掛け、手助けが

できるという声が多いね。 
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5.1

30.1

37.7

9.0

12.3

3.3

2.4

0 10 20 30 40

現在、在宅で療養している

在宅で療養したいし、おそらく可能である

在宅で療養したいが、おそらく不可能である

おそらく在宅で療養することは

可能だがしたくない

おそらく在宅で療養することは

不可能だし、したくない

その他

無回答

3.6

54.5

9.6

20.5

0.3

5.1

2.1

1.8

2.4

0 10 20 30 40 50 60

意思表示の書面は必要であり、すでに作成している

意思表示の書面は必要であるが、まだ作成していない

意思表示の書面は作成していないが、家族で話し合っている

意思表示の書面は必要ないが、家族で話し合う必要はある

意思表示の書面は必要ないし、家族で話し合う必要もない

すべて家族にまかせるので必要ない

すべて医療者や病院にまかせるので必要ない

その他

無回答

人生の最終段階を考える 
Ｑ９ 療養生活を在宅で過ごすことについてどう思う？  

病院や介護施設などに入院・入居せずに在宅で療養することは可能ですか 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
「在宅で療養したいが、おそらく不可能である」が 37.7%と最も高く、次いで「在宅で療養

したいし、おそらく可能である」が 30.1%となっています。 

 

 

Ｑ10 終末期についての話し合いはどうする？  

意思表示の書面や家族での話し合いが必要だと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
終末期の話し合いについては、「意思表示の書面は必要であるが、まだ作成していない」が

54.5%で最も高く、次いで「意思表示の書面は必要ないが、家族で話し合う必要はある」

が 20.5%となっています。  

N＝332 人 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

在宅療養を望んでいても 

出来ないと思っている人が

多いね。 

準備は必要と思っていても

できていない人が多いね。 
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3.6

5.4

2.1

7.5

1.5

21.4

4.8

14.8

3.6

19.6

4.8

9.6

4.5

0.6

1.5

14.8

40.7

1.8

0 10 20 30 40 50

健康づくりに関する活動
高齢者に関する活動

障害児・者に関する活動
子育てに関する活動

医療に関する活動
町内会・自治会に関する活動

社会福祉協議会に関する活動
お祭りやイベントに関する活動

地域安全に関する活動
環境美化（ゴミ拾いなどを含む）に関する活動

文化・芸術に関する活動
スポーツ（運動会などを含む）に関する活動
自分のスキル（能力や技能）を活かした活動

オンラインでの活動
その他

今は参加していないが条件が整えば参加したい
参加したことがない

無回答

22.5

37.3

24.6

7.7

10.6

13.4

10.6

11.3

19.7

9.2

0.7

2.1

0 10 20 30 40

人の役に立ちたいから

自分たちのために必要な活動だから

家族・友人・知人から誘われたから

学校の授業などで機会があったから

困っている人や団体から頼まれたから

余暇を有効に活用したいから

趣味や特技を活かしたいから

楽しそうだから

つきあいのため、やむを得ず

その他

なんとなく

無回答

地域で活動に参加すること 
Ｑ11 地域活動やボランティア活動への経験は？  

地域活動やボランティア活動に参加したことがありますか（複数回答） 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
地域活動やボランティア活動への参加状況について、「参加したことがない」が 40.7%と

最も高く、次いで「町内会・自治会に関する活動」が 21.4%、「環境美化（ゴミ拾いなどを含

む）に関する活動」が 19.6%となっています。 

Ｑ12 地域活動やボランティア活動への参加する動機ってどんなこと？  

活動に参加した動機やきっかけは何ですか（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域活動やボランティア活動に参加した動機は、「自分たちのために必要な活動だから」が

37.3%で最も高く、次いで「家族・友人・知人から誘われたから」が 24.6%、「人の役に立

ちたいから」が 22.5％となっています。  

N＝332 人 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

参加したことない人が多いね。 

自分たちのためと思って 

いる人が多いね。 
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54.1

34.1

38.5

11.9

1.5

6.7

5.2

14.1

0.7

14.1

4.4

5.9

11.1

1.5

0 10 20 30 40 50 60

仕事や家事が忙しく時間がない

きっかけがつかめない

身近に活動グループや仲間がいない（知らない）

健康に自信がない

家族や職場の理解が得られない

興味を持てる活動がない

育児や介護を必要とする家族がいる

一度はじめると拘束されてしまう

行政や事業者が行えばよい

人と接するのが苦手

地域活動やボランティア活動はしたくない

その他

特に理由はない

無回答

40.0

7.4

37.0

22.2

15.6

4.4

31.9

1.5

3.7

13.3

4.4

0 10 20 30 40 50

活動する時間があれば

オンライン等を活用した活動であれば

きっかけがあれば

身近に活動グループや仲間がいれば

体力や健康に自信があれば

家族や職場の理解が得られれば

興味を持てる活動があれば

ボランティア活動に参加していることが評価…

その他

地域活動やボランティア活動はしたくない

無回答

 

Ｑ13 なぜ参加しない・できないのだろうか？  

活動に参加しない理由は何ですか（複数回答） 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
地域活動やボランティア活動に参加しない理由は、「仕事や家事が忙しく時間がない」が

54.1%と半数を超え、次いで「身近に活動グループや仲間がいない（知らない）」が

38.5%、「きっかけがつかめない」が 34.1%となっています。 

Ｑ14 どのような状況になれば参加したいと思うのだろうか？  

どのような状況になれば、地域活動やボランティア活動に参加したいと思いますか（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域活動やボランティア活動に参加したいと思う状況は、「活動する時間があれば」が

40.0％で最も高く、次いで「きっかけがあれば」が37.0%、「興味を持てる活動があれば」

が 31.9％となっています。  

N＝332 人 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

時間がなくて参加できない

人が多いね。 

時間ときっかけがあれば参

加したいと思っている人が

多いね。 
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17.5

21.7

41.6

35.8

34.0

4.5

8.7

5.4

0 10 20 30 40 50

住民同士が自ら地域課題の把握やその解決方法を探

るための話し合いの機会をつくること

地域の課題や問題に主体的に取り組むボランティア

や地域で活動する人を増やすこと

地域での交流を通して、住民同士の助け合いの意識

を向上させること

地域で困っていることや自分ができることを知らせ

る情報が集まる場をつくること

家族以外の人で、身近に困りごとなどを相談できる

人を増やすこと

その他

特に取り組むべきことはない

無回答

34.7

38.2

34.7

44.2

53.7

19.3

27.0

3.9

0 10 20 30 40 50 60

市民への意識調査や団体アンケート、聞き取りなどに

よる地域課題やニーズの把握

行政からの一元的な情報提供、相談の場づくり

ボランティアや地域で活動する地域福祉を担う人材

の育成

福祉サービスを適切に利用することができるような

評価や内容の情報開示

サービスが利用できない、結びつかない人への対応

の充実

ワークショップや地域交流会などによる地域の課題

等を共有する場・機会の提供

地域の自主的な活動と行政サービスの連携強化

その他

地域福祉の推進について 
 
Ｑ15 市民が取り組むべきことってどんなこと？  

地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきことは何だと思いますか（複数回答） 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
地域福祉を推進するために、市民が取り組むべきことは、「地域での交流などを通して、住

民同士の助け合いの意識を向上させること」が 41.6％と最も高く、次いで「地域で困って

いることや自分ができることを知らせる情報が集まる場をつくること」が 35.8%となっ

ています。 

Ｑ16 行政が取り組むべきことってどんなこと？ 

地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきことは何だと思いますか（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域福祉を推進するために、行政が取り組むべきことは、「サービスが利用できない、結び

つかない人への対応の充実」が 53.7％と最も高く、次いで「福祉サービスを適切に利用す

ることができるような評価や内容の情報開示」が 44.2%となっています。  

N＝332 人 

N＝332 人 

（％） 

（％） 

助け合いの意識を持つこと

が重要だね。 

サービスに届かない人たちへの

対応が求められているね。 
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5.4

2.0

56.8

23.5

12.2

0 10 20 30 40 50 60

定期的に行っている

たまに行っている

行っていないが、機会があれば行いたい

行っていないし、関心もない

無回答

 

 

Ｑ17 地域包括ケアシステムのことを知っている？  

「地域包括ケアシステム」をどの程度、理解されていますか 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
「地域包括ケアシステム」の理解度をみると、「地域包括ケアシステムを聞いたことがない」

が 48.2%と約半数、次いで「地域包括ケアシステムは、名称を聞いたことがあるが内容は

知らない」が 27.1%となっています。 

 

Ｑ18 近所の方との交流や地域活動に参加していますか？  

近隣住民との交流や様々な地域活動に関わっていますか 

 
 
 
  
 
 
 
 
地域活動への関わりを見ると、「行っていないが機会があれば行いたい」が 56.8％と最も

高く、次いで「行っていないし、関心もない」が 23.5％となっています。 

  

N＝332 人 

（％） 

1.2 2.4

13.3 27.1 48.2 7.8

0% 25% 50% 75% 100%

N=332人

地域包括ケアシステムのことや、そのために自分が何をすればよいかを知っていて、具体的に行動している

地域包括ケアシステムのことや、そのために自分が何をすればよいかを知っているが、具体的に行動していない

地域包括ケアシステムの内容はおおむね知っているが、そのために自分が何をすればよいかわからない

地域包括ケアシステムは、名称を聞いたことがあるが内容は知らない

地域包括ケアシステムを聞いたことがない

無回答

機会があれば行いたいと 

考えている人が多いね。 
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地域の支え合い活動の推進 
基本 
方針 
2 

区民・団体・民間・行政の連携 
基本 
方針 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報提供の拡充 
基本 
方針 

1 

 ２ 第６期多摩区地域福祉計画を振り返る 

 

 

 

区民一人ひとりが 

参加する地域づくり

１ 

基本目標１ 

多様な主体と多世代がつながる支え合いのまち多摩区 基本理念 

基本目標３ 
 

 

 

見守り・支え合いの 

ネットワークづくり 

基本目標２ 
 

 

 

多世代交流で 

つながる地域づくり

１ 
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重点 
項目 

地域で活躍する人材の育成 
基本 
方針 
2 

地域活動への支援 
基本 
方針 
3 

身近な地域での交流の促進 
基本 
方針 

1 

重点 
項目 

支援につながる仕組みづくり 
基本 
方針 

1 

重点 
項⽬ 
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基本目標１ 区民一人ひとりが参加する地域づくり 

 

 

 

 

 

主な取組       

 

〇川崎市多摩区地域包括ケアシステム広報誌「地ケア 

TAMA」を発行し、地域包括ケアシステムの理解促進を 

図りました。また、「多摩区地域子育て情報 BOOK」、 

「多摩区こども相談窓口」などを発行し、多摩区内の子 

ども・子育て支援に関する情報を発信しました。 

 

〇区内の障がい団体・作業所等の活動紹介や作品展示等を行 

う「パサージュ・たま」の開催や参加団体の日頃の活動を 

紹介する動画を作成するなど、障がい福祉への理解と関心を 

深めてもらうための取組を推進しました。 

 

〇小学校、中学校で認知症に関する講座や講演会を開催し、 

若い世代に認知症の方への理解と対応を学んでもらう場 

を広げました。 

 

〇子育てや介護予防・健康づくりの支援者、ボランティア養成 

のための各種講座を開催し、人材育成に取り組みました。 

 
〇地域社会において重要な役割を担う町内会・自治会活動の 

活性化支援を行いました。 

 

第７期計画に向けて       

第６回川崎市地域福祉実態調査で「地域包括ケアシステムを聞いたことがない」が

48.2％、地域活動において困っていることは「新たなスタッフ（担い手）が確保できない」が

48.6％という結果がでています。 

 

 
今後も区民が情報にアクセスしやすい環境づくりを推進する必要があります。また、依然と

して地域活動の担い手不足という課題もあることから、区民に地域活動により関心を持って

いただき、参加する区民のすそ野を広げるため、より多くの区民に情報発信を行っていきま

す。 

 

地域福祉や地域活動の取組等の情報をチラシやリーフレット、ガイドブックで

周知するほか、区役所ホームページ・YouTube 等を活用し積極的な情報発信

を行いました。また、地域活動の新たな担い手の育成、住民主体で行われている

地域活動への支援を行いました。 

パサージュ・たま 
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基本目標２ 多世代交流でつながる地域づくり 

 

 

 

 

 

主な取組       

 

〇子育てサロン・子育てひろばを開催し、乳幼児期から親同 

士の交流の場を提供し、また、育児不安や育児ストレスの 

軽減ができるよう、専門職による育児相談を実施しました。 

 

 

〇子育て中の親子を対象に、公立保育所において、お子さん 

の身体測定や家庭でも楽しめる遊びの提供、専門職によ 

る子育て講座を行い、子育ての悩みを解決し、近隣の子 

育て世代の仲間づくりを推進しました。 

 

 

〇「シニアの方も！初めてのかんたんスマホ講座」を開催し、 

デジタルツール活用による情報格差問題の改善を図りま 

した。 

 

 
〇自助・互助の意識の醸成や、身近な課題への住民主体の取 

組を広めていくため、課題解決のプロセスを住民と共有し、 

地域特性に応じた「多世代で支え合う」地域づくりを推進し 

ました。  

 

 

第７期計画に向けて       

 第６回川崎市地域福祉実態調査（地域福祉活動に関する調査）で地域における問題につい

て、「地域のつながりに関する問題（近所づきあい、対面での交流、人と人との関係が希薄な

ど）」が 60.0％という結果がでています。 

 

 

 

地域の見守り・支え合い活動の推進として、地域で活動する多様な主体との協議会や交流

会等の開催を引き続き実施していく必要があります。また、コロナ禍で停滞していた地域活動

の再開支援や、コロナ対策として普及した ICT の利活用が困難な高齢者等に対する支援も

推進していきます。 

 住民同士が地域の中で出会い、あいさつし合えるようなゆるやかなつながりづ

くりをめざし、交流の場づくり等の取組を推進しました。 

 また、身近な地域での交流や支え合いの活動を住民や事業者、関係機関、団

体とともに推進しました。 

 
 

 

 

 

 

▼ 
 

中野島多世代つながり 
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基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり 

 

 

 

 

 

主な取組       

 

〇協力事業者等から連絡のあった、異変のある地域住民 

の情報を基に関係部署と連携し、訪問等による必要な 

支援を行いました。 

 

 

〇地域の実情に通じている民生委員児童委員の協力のも 

と、一人暮らし高齢者等の世帯状況や身体状況等の実 

態を把握し、安心して生活を営めるよう、見守りネットワ 

ークづくりに活用しました。 

 

 

〇区内の子ども・子育てに関わる機関や団体等と連携会議及 

び講演会を実施し、情報の共有や課題の抽出を行いまし 

た。 

 

 

〇在宅医療の推進役として配置された在宅療養調整医師が 

中心となり、地域の実情に応じた在宅医療・介護に関わる 

多職種連携の強化、在宅療養者に対する一体的な支援体 

制の構築、在宅医療の正しい知識と理解の浸透をめざし 

た普及啓発を行いました。 

 

第７期計画に向けて       

 第６回川崎市地域福祉実態調査で日常生活が不自由になったとき手助けしてほしいことに

ついて、「安否確認の見守り・声かけ」が 41.6％という結果がでています。 

 

 

 

多様化・複雑化する生活課題に対して、専門機関と連携して個別支援を行うとともに、地域

住民、地域団体、事業者等の連携により効果的な見守り活動を実施していく必要があります。

また、各種会議体で事業の進捗状況や多職種が様々な課題の共有を行い、顔の見える関係づ

くりに取り組み、引き続き、地域における支え合いのネットワークを強化していきます。 

支援が必要な方や、自分から助けを求めることが難しい方に支援が届くよう、

区民や民間事業者等と連携して、地域での見守り活動を推進しました。 

また、区民・団体・民間・行政が一体となって協力・連携できるよう支援体制の

充実を図りました。 

 
 

 

 

 

 

▼ 
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基本目標１ 区民一人ひとりが参加する地域づくり 
基本方針１－１ 理解と共感を広げる情報発信と場の創出 

   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

1 子ども・子育てに関する情報提供 

区内で安心して子育てができるよう、地域の子ども・子育てに関

する情報を提供し、育児等の不安軽減ができるよう支援していき

ます。また、こども相談窓口の情報を区内の子育て支援者や関連

機関・団体にも周知します。母子健康手帳交付時や転入の際に情報

冊子を配布し、ホームページ（多摩区こそだて web）や、かわさき

子育てアプリに最新の情報を掲載します。 

 
地域ケア推進課 

地域支援課 

認可保育所の子育て支援事業が一目で分かるように冊子を作

成・配布し、保育所、認定こども園の地域支援事業を周知します。ま

た子育てのヒントになる内容を掲載し、子育ての悩みや困ったとき

の参考にしていただき、育児不安の解消を図ります。 

 
保育所等・地域

連携担当 

保育所等の入所希望者に向けた説明動画の区ホームページ上で

の公開や、区内全保育施設の情報提供シートの配布など、多様な情

報をアクセスしやすく、かつ分かりやすく提供して、子どもの預け

先を探す市民に対し、きめ細やかな支援を行います。 

 児童家庭課 

2 子ども・子育てに関する講座の開催 

子育ての孤立化防止や子育ての悩み解消等を目的に、専門職に

よる子どもの成長・食事や栄養等子育てに関する講演会等を開催

し、子育て支援を推進します。 

 保育所等・地域

連携担当 

地域支援課 

生涯学習支援課 
   

高齢者 

・ 

障がい者 

3 パサージュ・たま 

区民に障がい福祉への理解と関心を深めてもらうとともに、障

がい者と地域社会のつながりづくりを目的として、区内の障がい

者団体等による普及啓発活動（活動紹介、作品の展示販売等）「パ

サージュ・たま」を開催します。 

担い手：運営委員会 地域ケア推進課 

4 地域における精神保健福祉の普及啓発 

区内の精神保健福祉活動に関わる様々な機関が集まり、地域に

おける精神保健福祉分野の課題を共有するとともに、こころの健

康に関する課題解決に向けて、講演会の開催等、普及啓発を中心

とした取組を行います。 

多摩区精神保健福祉

連絡会議 
高齢・障害課 

5 多摩ふれあいまつり 

障がいのある当事者、団体、市民が参加し、出会い、ふれ合い、

学び合いながら、障がい者や福祉活動に対する理解を深め、共に

生きる地域社会の実現をめざします。 

担い手：実行委員会 生涯学習支援課 

※各事業・取組担当課連絡先を P101 に掲載しています。 
 

 

 １ 各事業・取組及び担当課一覧 

重点項目 

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

資 

料 

編 

資
料
編 



 

88 

 
 
 
基本方針１－１ 理解と共感を広げる情報発信と場の創出 

   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

6 多摩区地域包括ケアシステムの普及啓発・地域情報の発信 

自助・互助の意識醸成のため、区ホームページや広報誌等を活用

し、広く住民に向けて地域福祉に関する普及啓発をしていきます。

また、地域情報や地域における支え合い活動の広報を通じて、地

域活動への関心を深め、参加促進を図ります。 

 地域ケア推進課 

7 健康づくりのための情報発信、講座 

健康づくり・介護予防等健康に関する情報発信を行います。ま

た、生活習慣病予防、フレイル予防等健康づくり・介護予防等に関

連した講座を開催し、普及啓発を行います。 

 
地域支援課 

地域ケア推進課 

8 認知症についての正しい理解の普及啓発 ★ 

認知症の人やその家族が安心して暮らせる地域づくりに向け

て、様々な世代に対して認知症についての正しい理解、予防につな

がる生活習慣などの普及啓発を地域の関係機関とも連携して行い

ます。 

 地域支援課 

9 快適で暮らしやすい生活環境づくりのための情報発信 

食品衛生、感染症対策や居住環境の整備、ペットの適正飼養等

住み慣れた地域で快適に暮らし続けるための支援体制づくりをめ

ざします。 

 衛生課 

10 防災対策啓発事業 

防災に対する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域の防災

力向上を図ることを目的に「ぼうさい出前講座」を実施し、市が行

う防災対策や家庭でできる防災対策の解説等を行います。また、

多くの区民が、災害時の備えや防災知識を習得するために、親子

で楽しく災害時の行動や日頃の備えを学ぶ「防災フェア」等を開催

し、区民の自助・共助を促します。 

担い手：自主防災組

織（※防災フェア） 
危機管理担当 

11 町内会・自治会加入促進への取組 

転入者や未加入者へ、地域の町内会・自治会活動を紹介する「町

内会・自治会加入促進パンフレット」を転入窓口等にて配布します。

また、転入者の多い春の時期に、区役所ロビーにて啓発コーナーを

設け、町内会・自治会活動を広く周知します。 

多摩区町会連合会 

稲田町会連合会 

生田地区町会連合会 

地域振興課 

生田出張所 

12 多摩区タウンプロモーション推進事業 ★ 

区の魅力を発信し、誘客を促進する取組及び「ピクニックタウン

多摩区」をキーワードにまちの賑わいとタウンイメージの向上を図

ります。 

担い手：区民等（取組

内容による） 
地域振興課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針１－２ 地域活動の担い手育成 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

13 多摩区子育て支援者養成講座 

子どもの成長や子育てについての基礎知識や地域の子育て支

援活動の情報提供、実習等を通して、子育て支援を担う人材の育

成を図ります。 

 地域ケア推進課 

14 スキルアップ講座 ★ 

子育て支援者を対象とした講演会等を実施し、子育て支援を担

う人材の育成を図ります。 

 保育所等・地域

連携担当 

15 中高生職場体験 

公立保育所が近隣の学校と連携し、中高生が 1 日保育士として

乳幼児と触れ合い、子育ての楽しさ等を体験してもらいながら、地

域で子育てを行う意識の醸成を図ります。 

 
保育所等・地域

連携担当 

16 ＰＴＡ活動研修 ★ 

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動のあり方等についての

学習機会を提供することにより、各学区や行政区の特色を生かし

たＰＴＡ活動の活性化を図ります。 

 

生涯学習支援課 

   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

17 健康づくりを担う人材の育成 

食生活・健康づくり等のボランティア養成講座を開催し、活動を

担うボランティア学習会の機会を通じて、運動の効果や基本的な

知識を学べるよう進めていきます。 

 地域支援課 

18 認知症サポーター養成講座 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で暮らす認知症

の方やその家族を応援・手助けする「認知症サポーター」を養成し、

またその後の活動を支援するフォローアップ等を開催して、認知症

高齢者等にやさしい地域づくりに取り組みます。 

多摩区認知症キャラ

バンメイト「たまの

わ」 

地域支援課 

19 地域防災力強化に向けた取組 

避難所運営会議への出席や防災出前講座などを通じて、地域の

方が防災に関心を持ち、災害時に対応できるよう取組を進めてい

きます。 

関係団体：町内会・自

治会、自主防災組

織、学校 

危機管理担当 

20 多摩区観光ボランティアガイドの養成 ★ 

豊富な自然や文化施設、観光資源といった多摩区の魅力を紹介

する観光ボランティアガイドの養成を行います。 

担い手：多摩区観光

協会 
地域振興課 

21 市民エンパワーメント研修 ★ 

市民活動・ボランティア活動に関する学習機会を提供することに

より、市民自らが考えながら生活・地域課題等に取り組むことがで

きるように支援します。 

 生涯学習支援課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針１－３ 地域活動への支援 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

22 多摩区こどもの外遊び交流事業 

「外遊び」を通じて子どもの生きる力を育み、創造力を培うとと

もに、地域での人のつながりづくりを促す「こどもの外遊び交流」

を推進します。外遊びの催しや外遊び活動の担い手となる人材の

育成、外遊び活動の支援等を行います。 

担い手：多摩区こど

もの外遊び交流委員

会 

地域ケア推進課 

23 ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣 ★ 

子どもの理解や親の役割及び家庭環境、家庭教育に関する地域

における諸課題等についてＰＴＡが実施する家庭教育学級に対し、

講師派遣等の支援を行います。 

担い手：ＰＴＡ 生涯学習支援課 

   

高齢者 

・ 

障がい者 

24 老人クラブ育成事業 

地域の高齢者が主体的に集まる仲間づくりの場として、教養の

向上、健康の増進、レクリエーション、社会活動等の老人クラブ活動

を支援していきます。 

協働等：老人クラブ

連合会 
高齢・障害課 

25 当事者・家族会等のグループ支援 

統合失調症や発達障がい等、様々な精神疾患を抱える当事者の

家族を対象に、家族会の協力を得て「家族教室」を実施します。病

気や障がいに関する情報等の提供や家族としての経験を分かち合

うための座談会、及び社会資源の見学等を通じて、精神医療や福

祉制度の理解を深め、孤立の防止や家族の対応能力の向上を図る

とともに、こころの病について考える機会とします。 

家族会：泰山木の会 高齢・障害課 

   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

26 民生委員児童委員の活動支援 

民生委員児童委員と区役所の情報の共有や、市民に向けた活動

の広報、活動に関連した研修会の実施等、民生委員児童委員活動

の支援を行います。 

 地域ケア推進課 

27 地域のサロン等への支援 

身近な地域の中での居場所や人と人がつながり交流できる場に

おける仲間づくり、情報交換、学び等の取組を支援し、地域での見

守りを地域住民、関係機関と連携して推進していきます。 

 
地域ケア推進課 

地域支援課 

28 多摩区食生活改善推進員連絡協議会の支援 

地域で食を通したボランティア活動を行う食生活改善推進員の

活動について、活動に必要な知識の伝達及び地域活動の活性化を

図るための支援を行い、食を通した地域づくりを推進します。 

多摩区食生活改善推

進員連絡協議会 
地域支援課 

29 健康づくりと地域参加 

「多摩区みんなの公園体操」「多摩区いきいき体操」「多摩区健康

ウォーク」等、地域での閉じこもり予防を行い、身近な地域で気軽

に参加できる活動を周知していきます。 

関係者：地域ボラン

ティア 
地域支援課 

※各事業・取組担当課連絡先を P101 に掲載しています。 
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基本方針１－３ 地域活動への支援 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

30 自主防災組織への運営支援 

町内会・自治会やマンション管理組合等で構成する自主防災組

織に対し、防災用資器材購入費用の一部を助成する等、自主防災

組織の活動を支援するとともに、地域の自主防災組織の結成・加

入等を促進していきます。 

関係団体：自主防災

組織 
危機管理担当 

31 多摩区コミュニティ施策区域レベル取組推進事業 

地域で活動する団体等からの相談受付や活動支援に向けたコー

ディネート等を行うソーシャルデザインセンターについて、区民主

体で効果的に運営するための支援を行い、市民創発による地域課

題の解決に向けた取組を進めます。 

関係団体：多摩区ソ

ーシャルデザインセ

ンター 

企画課 

地域振興課 

32 市民活動支援事業 

市民活動のための打ち合わせ等を行うための会議室、資料作成

を行うための印刷・作業スペース等の機能を備えた「多摩区民活

動・交流センター」を区民との協働により運営し、市民活動団体等

の活動の発展、交流、相互支援を促進します。 

担い手：多摩区民、

活動・交流センター

運営委員会 

地域振興課 

33 町内会・自治会活動の支援 

地域住民が主体となった地域課題の解決等への取り組みや、多

くの住民の参加とつながりを促進するにあたり、要する費用の一

部について補助金を交付するなど、地域社会において重要な役割

を担う町内会・自治会活動の活性化を支援します。 

多摩区町会連合会 

稲田町会連合会 

生田地区町会連合会 

地域振興課 

生田出張所 

34 市民自主学級・市民自主企画事業 

地域や社会の課題解決に向けて、市民が企画提案し、市民館と

協働で市民に身近な学習の場を創り、市民の主体的な学習活動や

市民活動を活性化します。 

担い手：企画運営委

員会 
生涯学習支援課 

35 公園・街路樹等の愛護活動支援 ★ 

公園緑地愛護会等への支援を実施し、公園緑地等における市民

協働の取組を推進します。 

管理運営協議会 

公園緑地愛護会 

街路樹愛護会 

道路公園センタ

ー 

※各事業・取組担当課連絡先を P101 に掲載しています。 
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基本目標２ 多世代交流でつながる地域づくり 
基本方針２－１ 誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくり 

   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

36 多摩区子育て支援パスポート事業 

区商店街連合会との協働により、区内の妊婦及び 18 歳未満の

子どもがいる家庭へ、協力店によるサービスの提供等の支援を行

うことで、商店街を中心に地域のコミュニケーションの機会を増や

し、地域社会が一体となって子育てを支援する体制を推進します。 

担い手：多摩区商店

街連合会 
地域ケア推進課 

37 子育てサロン・子育てひろば 

乳幼児期から親同士の交流を図り、孤立化を防止します。また育

児不安や育児ストレスの軽減ができるよう、親同士による情報交

換や専門職による育児相談を実施していきます。 

 地域支援課 

多摩区へ引っ越してきたばかりの親子等に集いの場を提供しま

す。仲間づくりや地域の子育て資源の情報提供を行いながら地域

へつなげていきます。 

 
保育所等・地域

連携担当 

38 子ども子育て推進事業 

育児不安やストレスの軽減、親同士の交流及び父親の育児参加

を目的に、楽しく集い遊ぶ場と情報の提供や、安全に遊べる環境整

備を、地域の子育て支援者等と協働で推進していきます。 

関係団体：公私立認

可保育園、民生委員

児童委員協議会、

KFJ 多摩すかいきっ

ず、菅こども文化セ

ンター、地域子育て

支援センター宙 

保育所等・地域

連携担当 

39 身体測定・遊びの広場 

子育て中の親子を対象に、公立保育所において、お子さんの身

体測定や家庭でも楽しめる遊びの提供、専門職による子育て講座

を行い、子育ての悩みを解決し、近隣の子育て世代の仲間づくりを

推進します。 

 

保育所等・地域

連携担当 

40 子育てひろば・外国人の子育てひろば 

子育て中の親子を対象に、家庭の教育力を培い仲間づくりを行

う機会を提供します。 

担い手：子育てを考

える会「グレープ」 
生涯学習支援課 

41 たまたま子育てまつり 

子育て中の親子や区民を対象に、子育て力を養い、仲間探しを

する場づくりを行います。また充実した子育て支援を行うため関係

する団体間のネットワークの構築をめざします。 

担い手：実行委員会 生涯学習支援課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針２－１ 誰もが気軽に参加できる活動・交流の機会づくり 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

高齢者 

・ 

障がい者 

42 障がい者と地域住民の交流の場 「障がい者社会参加学習活動」 

地域での体験活動や交流等の学習機会を提供することを通し

て、障がいのある人の社会参加を図り、共に生きる地域社会の実

現をめざします。 

担い手：青年教室ボ

ランティア 
生涯学習支援課 

   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

43 「Anker フロンタウン生田」との連携イベント・教室 ★ 

Anker フロンタウン生田と連携して、誰もが気軽にスポーツを

楽しむことができる機会を提供し、地域住民の交流、地域の活性化

を推進します。 

区内民間事業者との

連携 
地域振興課 

44 多摩区スポーツフェスタ 

地域のスポーツ資源を活用し、地域の特色を生かしたスポーツイ

ベント「多摩区スポーツフェスタ」を実施することにより、区民が身

近にスポーツに親しむことができる環境づくりに取り組み、スポー

ツ活動を通じた地域住民の交流、地域の活性化を図ります。 

担い手：実行委員会

（スポーツ推進委員

会、青少年指導員連

絡協議会、子ども会

連合会等で構成） 

地域振興課 

45 川崎市多摩スポーツセンターの運営 ★ 

指定管理者による施設運営を通じ、市民のスポーツの普及及び

振興に関する各種事業を行っています。気軽にスポーツに親しめ

る場を提供することで市民の健康維持・増進を推進します。 

 地域振興課 

46 魅力的な公園整備事業 

既設公園の老朽化に伴う施設更新やバリアフリー化等の再整備

を行い、多様な公園利用者の利便性を向上させます。また、再整備

にあたっては地域と調整し、地域の交流の場としての活用に資す

る整備を行います。 

 
道路公園センタ

ー 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針２－２ 身近な地域での支え合い活動の推進 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   
   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

47 地域包括ケアシステムの推進 

自助・互助の意識の醸成や、身近な課題への住民主体の取組を

広めていくため、課題解決のプロセスを住民と共有し、地域特性に

応じた「多世代で支え合う」地域づくりを進めます。 

関係団体：区民及び

区内の関係団体 
地域ケア推進課 

48 地区カルテ等を活用した地域ごとの情報の集約と見える化 

地域づくりに関わる多様な主体と地域の概況や課題を共有し、

課題解決を促進するツールとして、地区カルテを効果的に活用し

ていきます。 

関係団体：区民及び

区内の関係団体 
地域ケア推進課 

49 多摩区・３大学連携事業 

地域資源である区にゆかりのある３大学を活用した魅力あるま

ちづくりを推進するため、大学と地域の交流・連携を図るととも

に、地域の様々な課題の解決に向けて、大学と連携した取組を実

施します。 

 企画課 

50 生田地区コミュニティ推進事業 ★ 

生田地区のコミュニティ活動を活性化するために、生田地区の実

情に応じた拠点活用を行います。 
 生田出張所 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり 
基本方針３－１ 支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 

   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

51 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問 ★ 

生後４か月までの赤ちゃんのいるご家庭に対し、訪問指導員（保

健師・助産師・看護師）が伺い、赤ちゃんの体重測定や相談を行い

ます（新生児訪問）。または、子育て家庭と地域とのつながりをつく

るため研修を受けた地域の方が訪問員として伺い、身近な子育て

支援情報等を届けます（こんにちは赤ちゃん訪問）。 

こんにちは赤ちゃん

訪問：区主催の研修

を受けた地域の方 

地域支援課 

52 産後の健康相談、育児相談 ★ 

産後の母親の健康や、日常の育児の心配や不安があるとき、お

子さんの成長や発達を確かめたいときの育児相談を行います。 

 
地域支援課 

53 子ども・子育て相談 ★ 

養護相談（虐待相談含む）、障がい相談等、0 歳から 18 歳の子

どもに関する問題について、家庭その他からの相談に応じ子ども

の福祉を図るとともに権利を擁護します。 

 地域支援課 

54 学習支援・居場所づくり事業 ★ 

生活保護受給世帯及びひとり親家庭の小学３～６年生及び中学

生を対象に学習支援を行い、生徒の高校進学率向上を図るととも

に、子どもの居場所づくりを行い、「貧困の連鎖」の歯止めに取り組

みます。 

 

保護第１課・第２

課 

   

高齢者 

・ 

障がい者 

55 ひとり暮らし等高齢者見守り事業 

 地域の実情に通じている民生委員児童委員の協力のもと、ひと

り暮らし高齢者等の世帯状況や身体状況等の実態を把握し、安心

して生活を営めるよう、見守りネットワークづくりに活用していき

ます。 

関係団体：民生委員

児童委員協議会、地

域包括支援センター 

高齢・障害課 

56 認知症等行方不明 SOS ネットワーク事業 ★ 

 行方不明になり生命に危険を及ぼす可能性のある認知症等の方

の情報を事前に登録することにより、行方不明となった際に速や

かに発見するための緊急連絡体制を関係機関と連携して構築しま

す。また、近隣の市区町村と連携を図り、高齢者の安全を確保し家

族への支援を行います。 

 高齢・障害課 

57 高齢者・障がい者相談支援の実施 ★ 

 高齢者や障がい者が安心して暮らし続けることができるよう、高

齢者・障がい者に関する様々な相談を受け止め、適切な機関・制

度・サービス等につなぎ、継続的なフォローを行います。また、高齢

者や障がい者等への虐待に関する相談窓口の普及啓発と、通報に

対する迅速かつ適切な対応を関係機関と連携して実施するととも

に、虐待の防止にも取り組みます。 

関係団体：地域包括

支援センター、介護

サービス事業者、障

害者相談支援センタ

ー、医療機関、警察

署等 

高齢・障害課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針３－１ 支援が必要な人への見守り・支え合いの推進 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

58 川崎市地域見守りネットワーク事業 

協力事業者等から連絡のあった、異変のある地域住民の情報を

基に関係部署と連携し、訪問等による必要な支援を行います。全市

的な協力事業者の拡充等、きめ細やかなネットワーク構築により効

果的な事業実施を行います。 

担い手：協力事業者 地域ケア推進課 

59 認知症訪問支援事業 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられ

るよう、医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士等専門職種の

連携により、認知症高齢者とその家族への支援体制の構築を推進

します。 

関係団体：医師会、

病院・診療所、訪問

看護ステーション、

介護支援専門員連絡

会、地域包括支援セ

ンター等 

高齢・障害課 

60 災害時要援護者避難支援制度 

災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がい者に対し

登録を促し、希望者からの申し込みを受けて登録を行います。申し

込みにより作成した災害時要援護者名簿を支援組織（町内会・自治

会、自主防災組織、民生委員児童委員）に提供する等、地域におけ

る共助による避難支援体制づくりが円滑に進むよう支援をしてい

きます。 

関係団体：町内会・自

治 会 、 自 主 防 災 組

織、民生委員児童委

員 

高齢・障害課 

危機管理担当 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針３－２ 区民・団体・民間・行政の連携 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

子ども 

・ 

子育て 

61 多摩区こども総合支援連携会議 

子どもに関わる市民活動団体・機関・関係部署のネットワークを

活かし、地域全体で子育て支援を推進します。 

担い手：子ども支援

関連の団体、関係機

関 

地域ケア推進課 

62 多摩区要保護児童対策地域協議会実務者会議 

多摩区における要保護・要支援児童の早期発見や適切な援助を

図るため、関係機関・団体等が情報や考え方を共有することによ

り、子どもを守る地域支援ネットワークを構築し、支援機能の強化

をめざします。 

関係団体：児童相談

所、民生委員児童委

員協議会、小学校、

幼稚園、保育園、医

療機関等 

地域支援課 

63 多摩区幼保小連携事業 

区内の幼稚園・保育所等・小学校の職員が連絡会議や交流事業

を通し、相互に理解を深め、幼児・児童に関する諸課題について話

し合い、情報共有や交流を行いながら、相互協力・連携を進めてい

きます。 

関係団体：幼稚園、

保育所等、小学校 

保育所等・地域

連携担当 

64 民営保育所・保育施設等への訪問・連携 

区の施策や行政の情報提供及び各種研修、会議を実施し、保育

の質の向上を図ります。地域の保育所等の状況等を把握するとと

もに相談に応じたり、関係機関との連携を図る等、地域の子ども・

子育て支援機能の強化をめざします。 

 

保育所等・地域

連携担当 

65 多摩区子育て支援会議 ★ 

地域の子育て支援に向けた活動を幅広く展開している行政機

関、市民団体・グループが、活動や事業について情報交換を行い、

子育て中の親子を取り巻く状況と課題を共通認識し、ネットワーク

化を図って課題解決をめざします。 

担い手：子ども支援

関連の団体、関係機

関 

生涯学習支援課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針３－２ 区民・団体・民間・行政の連携 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

高齢者 

・ 

障がい者 

66 地域ケア会議（個別ケア会議、・地域ケア圏域会議、相談支援・ケアマネジメント会議） 

高齢者が地域の中で安心して暮らし続けられるよう、高齢者個

人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に

図ります。 

関係団体：地域包括

支援センター、区社

会福祉協議会、介護

サービス事業者、医

療機関、町内会・自

治会、民生委員児童

委員協議会 

高齢・障害課 

67 多摩区在宅療養推進協議会 

在宅医療の推進役として配置された在宅療養調整医師が中心と

なり、地域の実情に応じた在宅医療・介護に関わる多職種連携の

強化、在宅療養者に対する一体的な支援体制の構築、在宅医療の

正しい知識と理解の浸透をめざした普及啓発を行います。 

関係団体：医師会、

病院・診療所、訪問

看護ステーション、

薬剤師会、介護支援

専門員連絡会、地域

包括支援センター、

介護サービス事業所

等 

高齢・障害課 

68 多摩区地域自立支援協議会 

障がい者と家族が地域で安心して生活できるよう、障がいに関

する普及啓発、社会資源の開発、支援技術の向上に取り組みます。

相談支援事業を始めとする地域の障がい福祉関係機関の連携の

強化をめざします。 

関係団体：障害者相

談支援センター等 
高齢・障害課 

69 多摩区精神保健福祉連絡会議 

医療、保健、福祉、教育等各分野の委員で構成され、精神保健福

祉に関して、区内の活動ネットワークを構築し、地域における課題

を共有するとともに、こころの健康に関する課題解決に向けて、講

演会等の普及啓発に取り組みます。 

関係団体：病院・診療

所、大学、グループ

ホーム、障害者相談

支援センター、家族

会、ボランティア等 

高齢・障害課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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基本方針３－２ 区民・団体・民間・行政の連携 
   

分野 

事業
番号 取組・事業名（第７期から新たに位置づけた取組・事業には★を付けています） 

具体的内容 協働・連携団体等 所管 
   

地域 

・ 

防災 

・ 

暮らし 

70 多摩区支え合いのまちづくり推進会議 

多摩区地域包括ケアシステム推進のため、地域ニーズや課題の

共有や、区地域福祉計画の策定と事業評価について各種団体の代

表者と意見交換を行います。 

保健、医療、福祉の

関係団体、地区社会

福祉協議会、地域住

民の代表者等 

地域ケア推進課 

71 区・地区社会福祉協議会との連携 

区役所と区・地区社会福祉協議会が連携し、子ども・高齢者・障

がい者等の各分野の情報共有や各主催事業での協力体制を図り

ながら、地域福祉を推進していきます。 

 地域ケア推進課 

72 庁内の各種連携会議 

「多摩区地域包括ケア推進本部会議」「コミュニティ検討部会」等

の庁内会議を活用して、地域情報や各所管課が実施する事業や課

題について共有し、連携を強化します。 

 

地域ケア推進課 

73 多摩区健康づくり推進連絡会議 

「かわさき健康づくり２１」の推進とともに、健康づくり推進のネ

ットワークづくりをめざします。 

関係団体：医師会、

歯科医師会、中学

校、小学校、その他

健康関連の団体 

地域支援課 

74 多摩区食育推進分科会 

地域の食に関する課題や取組について、地域の様々な関係団体

と協働して食育を推進するために必要な検討及び情報共有等を行

います。川崎市食育推進計画の推進とともに、地域特性を活かした

食育推進のネットワークづくりをめざします。 

関係団体：栄養士

会、食生活改善推進

員連絡協議会、保育

所、幼稚園、小学校、

中学校、食品衛生協

会等 

地域支援課 

75 関係営業施設との連携 

食品衛生協会、理美容組合、営業施設、動物愛護ボランティア等

との連携による地域づくりを推進します。 

 
衛生課 

※各事業・取組担当課連絡先を P１０１に掲載しています。 
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 担当課 電話（代表） 

 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 

 

地域ケア推進課 044-935-32６７ 

地域支援課 044-935-3294 

児童家庭課 044-935-3291 

高齢・障害課 044-935-3266 

保護第１課・第２課 044-935-3252 

衛生課 044-935-33０６ 

保育所等・地域連携担当 044-935-3104 
   

 危機管理担当 044-935-3146 
   

 まちづくり推進部 

 

企画課 044-935-3147 

地域振興課 044-935-3133 

生涯学習支援課（多摩市民館） 044-935-3333 
   

 区民サービス部 

 生田出張所 044-933-７１１１ 
   

 道路公園センター 

 道路公園センター 044-946-0044 

 ２ 各事業・取組担当課連絡先一覧 
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年月日 策定の経過 

令和 4 年 
（2022） 

11月～12月 
 第 6 回川崎市地域福祉実態調査の実施 

令和 5 年 
（2023） 

６月 
２８日 

令和５年度第１回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 
兼 令和５年度第１回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議幹事会 
○第７期川崎市・各区地域福祉計画の策定について 

〇第６期多摩区地域福祉計画の令和４年度評価について 

〇多摩区の現況と第６回川崎市地域福祉計画実態調査について 

〇第７期多摩区地域福祉計画策定に向けた意見交換 

〇多摩区地域包括ケアシステムの取組状況について 

8 月 

7 日 

令和５年度第２回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 
兼 令和５年度第 2 回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議幹事会 

〇第７期多摩区地域福祉計画 計画策定スケジュール及び体系について 

〇第７期多摩区地域福祉計画目次（案）及びレイアウトイメージについて 

〇第７期多摩区地域福祉計画 骨子案について 

30 日 
令和５年度第１回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議 
○地域包括ケアシステムの推進に向けた取組について 

〇第７期多摩区地域福祉計画策定について 

９月 2７日 
令和５年度第３回多摩区支え合いのまちづくり推進会議  
兼 令和５年度第３回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議幹事会 

○第７期多摩区地域福祉計画の素案について 

12 月 
1 日～ 

令和６年 
１月３１日 

パブリックコメント 

令和６年 
（202４） 

１月 
14 日 高齢・障害・地域福祉計画 説明会 

２月 26 日 

令和５年度第４回多摩区支え合いのまちづくり推進会議  
兼 令和５年度第４回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議幹事会 
○説明会・パブリックコメントの実施結果について 

○第７期多摩区地域福祉計画について 

３月 ●●日 
令和５年度第２回多摩区地域包括ケアシステム推進本部会議 
○地域包括ケアシステムの推進に向けた取組について 

○第７期多摩区地域福祉計画について 
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 ３ 第７期多摩区地域福祉計画の策定経過 
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（趣旨） 

第１条 この要綱は、多摩区支え合いのまちづくり推進会議（以下「会議」という。）の運営に

関し、必要な基本事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について意見を交換する。 

（１）地域包括ケアシステムの推進に関すること 

（２）地域ニーズや課題の把握や共有及び対応策等に関すること 

（３）行政・活動団体・関係機関相互の情報共有に関すること 

（４）地域福祉計画の策定及び変更に関すること 

（５）地域福祉計画に定める取組の進捗及び行政の事業評価に関すること 

（６）前各号に定める事項の他、会議で必要と認める事項 

 

（委員） 

第３条 会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）学識経験者 

（２）保健、医療関係の団体を代表する者 

（３）福祉関係の団体及び施設を代表する者 

（４）地域住民関係の団体を代表する者 

（５）ボランティア組織及び社会奉仕団を代表する者 

（６）社会福祉当事者組織及び団体を代表する者 

（７）学校関係及び保護者団体を代表する者 

（８）その他区長が特に認めた者 

 

（開催期間） 

第４条 会議の開催期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの期間とし、必要に

応じて開催をする。 

 

（事務局） 

第５条 会議の事務局は、多摩区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地

域ケア推進課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、区長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

この要綱の制定に伴い、多摩区地域福祉計画推進会議開催運営等要綱は廃止する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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 ４ 多摩区支え合いのまちづくり推進会議運営要綱 
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（五十音順 敬称略） 

 

 
氏名 所属 

1 安陪 修司 多摩区商店街連合会 

2 有北 郁子 多摩区こども総合支援連携会議 

3 岩田 和可 
多摩区地域自立支援協議会 

北部基幹相談支援センター 

4 内田 由美子 多摩区社会福祉協議会地域課 

5 大澤 敏夫 
川崎市多摩区社会福祉協議会 

菅地区社会福祉協議会 

6 大津 努 稲田地区社会福祉協議会 

7 小川 町子 多摩区食生活改善推進員連絡協議会 

8 奥沢 邦雄 中野島地区社会福祉協議会 

9 和 秀俊 田園調布学園大学 

10 木澤 静雄 登戸地区社会福祉協議会 

11 岸 忠宏 多摩区医師会 

12 小山 富士子 多摩区子ども会連合会 

13 佐久間 真弓 よみうりランド花ハウス地域包括支援センター 

14 永仮 都子 生田地区社会福祉協議会 

15 松澤 明美 多摩区民生委員児童委員協議会 

16 松本 英嗣 多摩区町会連合会 

17 山岸 勝子 多摩区老人クラブ連合会 
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 ５ 多摩区支え合いのまちづくり推進会議委員名簿 
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【稲田町会連合会】 

町丁 町内会・自治会 
地区民児協 
(８地区) 

地区社協 
(５地区) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

【生田地区町会連合会】 

町丁 町内会・自治会 
地区民児協 
(８地区) 

地区社協 
(５地区) 
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 ６ 多摩区町丁別 地区組織 

 
調整中 

 
調整中 
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町丁 町内会・自治会 
地区民児協 
(８地区) 

地区社協 
(５地区) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
調整中 
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１ 子ども・子育てに関する相談窓口 

（１）子育て全般についての相談窓口 
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設けられた専門の相談機関です。１８歳未満の児童の心身の 

発達・障がいなど様々な問題に関する相談・援助活動を行っています。 

児童家庭支援センターは、１８歳未満の子どもの子育てや養育に関する相談を行っています。 

名称 所在地・連絡先 名称 所在地・連絡先 

北部児童相談所 
多摩区生田 7-16-2 

Tel：931-4300 

かわさきさくら 

児童家庭支援センター 

多摩区菅稲田堤 1-10-5 

至誠館さくら乳児院内 

Tel：944-3981 
  

（２）発達に関する相談窓口 

 ア 子ども発達・相談センター（きっずサポート） 
児童の発達についての相談等を行っています。 

名称 所在地・連絡先 

きっずサポート たま 
多摩区西生田 2-1-20 

Tel：299-6818 Fax：299-6819 

 
   イ 地域療育センター（児童発達支援センター） 

情緒障がい・言語障がい・聴覚障がい・視覚障がい・肢体不自由などの障がいがある児童、それらの 

疑いのある児童に関する相談・診察・検査・評価・療育・訓練などを行っています。 

名称 所在地・連絡先 担当地域 

川崎西部地域療育センター 

宮前区平 2-6-1 

Tel：865-2905 

Fax：865-2955 

和泉、宿河原、堰、中野島、長尾、登戸、 

登戸新町、東生田、枡形 

北部地域療育センター 

麻生区片平 5-26-1 

Tel：988-3144 

Fax：986-2082 

菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、 

菅野戸呂、菅馬場、布田、生田、栗谷、寺尾台、 

長沢、西生田、東三田、三田、南生田 
 

（３）地域子育て支援センター 
子育て中の親子が一緒に安心して遊べる施設です。お子さんに合った遊びの紹介、子育て情報の提供

や講座、育児相談なども行っています。 
名称 所在地・連絡先 名称 所在地・連絡先 

宙（そら） 
多摩区菅稲田堤 1-17-25 

Tel：944-8866 
みなみすげ 

多摩区菅馬場 3-26-1 

Tel：080-6702-4183 

西しゅくマーノ 
多摩区宿河原 2-19-6 

Tel：933-4152 
ますがた 

多摩区枡形 6-3-1 

Tel：080-9868-4676 

にしきがおか 
多摩区栗谷 3-28-2 

Tel：080-6702-4177 
なかのしま 

多摩区中野島 4-22-7 

Tel：090-4203-4897 

 
２ 障害者相談支援センター（障がい者の相談窓口） 

（１）基幹相談支援センター 
地域の相談支援機関への後方支援、広域調整、地域移行の取組等を行っています。 

名称 所在地・連絡先 

北部基幹相談支援センター 
麻生区万福寺 2-4-7 アノンテラス新百合ヶ丘 102 

Tel：299-8895  Fax：299-8896 

 
 

※P１０７～１０８の各種相談窓口の掲載内容は、令和５年１０月１日現在のものです。 
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 ７ 各種相談窓口 
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（２）地域相談支援センター 

障がい種別、年齢、福祉サービスの利用などに関わらない総合相談を行っています。 

名称 所在地・連絡先 担当地域 

いろはに 

こんぺいとう 

多摩区中野島4-19-14 

プリメーラ SS101 

Tel：299-6510 fax：299-7985 

生 田 1～3 丁 目 、和 泉 、菅 、菅 稲 田 堤 、 

菅 北 浦 、菅 城 下 、菅 野 戸 呂 、 

菅 馬 場 1・2 丁 目 、中 野 島 、布 田  

ドルチェ 

多摩区宿河原 3-4-7 

正地ビル 201 

Tel：819-4510 Fax：819-4511 

生 田 4～8 丁 目 、宿 河 原 、菅 仙 谷 、 

菅 馬 場 3・4 丁 目 、堰 、寺 尾 台 、長 尾 、 

登 戸 、登 戸 新 町 、枡 形 1～4 丁 目  

アベク 
多摩区長沢 1-19-1-101 

Tel：948-9890 Fax：948-9892 

栗 谷 、長 沢 、西 生 田 、東 生 田 、東 三 田 、 

枡 形 5～7 丁 目 、三 田 、南 生 田  

 

３ 地域包括支援センター（高齢者の相談先） 

川崎市から委託を受けた法人が設置・運営する公的な相談窓口です。介護保険の相談や福祉・健康・医療 

の相談、高齢者の権利擁護など、様々な相談に応じています。 

名称 所在地・連絡先 担当地域 

長沢壮寿の里 
多摩区三田 1-18-11 パート８ １階 

Tel：935-0086 Fax：935-0093 

東生田、枡形５～７丁目、長沢、 

東三田、三田 

多摩川の里 
多摩区中野島 6-13-5 

Tel：935-5531 Fax：935-3511 
和泉、布田、中野島、生田１～３丁目 

太陽の園 
多摩区栗谷 2-16-6 

Tel：959-1234 Fax：959-1233 
栗谷、西生田、南生田 

菅の里 
多摩区菅北浦 3-10-20 

Tel：946-5514 Fax：946-3432 

菅、菅野戸呂、菅稲田堤、 

菅馬場１・２丁目、菅城下、菅北浦 

しゅくがわら 
多摩区宿河原 6-20-19 

Tel：930-5151 Fax：930-5911 

宿河原３～７丁目、堰、 

長尾３～７丁目 

よみうりランド 

花ハウス 

多摩区菅仙谷 4-1-4 

Tel：969-3116 Fax：969-31６０ 

菅馬場３・４丁目、寺尾台、菅仙谷、 

枡形１～４丁目、生田４～８丁目 

登戸 
多摩区登戸 1891 第３井出ビル３階 

Tel：933-7055 Fax：933-7077 

登戸新町、登戸、宿河原１・２丁目、 

長尾１・２丁目 

 
４ 権利擁護に関する相談窓口 

ご自分では福祉サービスの利用契約や日常的な金銭管理などに不安のある高齢の方や障がいのある方 

の財産や権利を守り、安心して日常生活を送れるよう支援します。 
名称 所在地・連絡先 

多摩区社会福祉協議会 

多摩区あんしんセンター 

多摩区登戸 1891 第３井出ビル３階 福祉パルたま内 

Tel：933-2411 Fax：911-8119 

 
５ ボランティア・地域福祉活動に関する相談窓口 

多摩区ボランティアセンターでは、ボランティアに関する様々な相談を受け付け、ボランティアの紹介や調 

整を行ったり、活動する上で必要な知識・技術を習得できるよう講座を開催しています。 

多摩区ソーシャルデザインセンターでは、地域での活動に関する様々な相談の受け付けや、地域人材・団体 

の情報登録、活動支援を行っています。 

名称 所在地・連絡先 

多摩区社会福祉協議会 

多摩区ボランティアセンター 

多摩区登戸 1891 第３井出ビル３階 福祉パルたま内 

Tel：935-5500 Fax：911-8119 

多摩区ソーシャルデザインセンター 
多摩区登戸1775-１ 多摩区総合庁舎（多摩区役所）１階 

Tel：281-4422 
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障がいに関する普及・啓発のために多摩区内の障がい関係事業所が月２回作品の展示販売

を行っている「パサージュ・たま」。参加団体の利用者さんが本計画のために描き下ろした渾

身の作品のうち、本編に記載しきれなかった作品を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

わ
が
ま
ち
の
将
来
を
描
く 

資 

料 

編 

資
料
編 

 8 表紙絵・扉絵・挿絵について 

 
調整中 
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１ 計画策定の趣旨・期間 
（１）計画の趣旨 

「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第 107 条に基づき、次の事項

を一体的に定める計画です。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する 

共通的事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事業（同法第 106 条の３第１項各号）の実施に

関する事項 

 

本市では、平成 16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回は第７期となります。

また第７期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定します。 

 

（２）計画の期間 
第７期計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間

です。 
 

年度 

 

 (西暦) 

(平成) 

29 
2017 

30 
2018 

(令和)

元 
2019 

２ 
2020 

３ 
2021 

４ 
2022 

５ 
2023 

６ 
2024 

７ 
2025 

８ 
2026 

９ 
2027 

１０ 
2028 

１１ 
2029 
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 9 川崎市地域福祉計画概要 

【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

 第 2 段階   第3段階 

第６期 

第８期 

第７期 

システム構築期  システム進化期 

第５期 
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２ 地域福祉計画と関連計画等の関係性 

地域包括ケアシステム構築に向けて、総合計画のもと、「川崎市地域包括ケアシステム

推進ビジョン」（以下、「推進ビジョン」という。）を上位概念として、「かわさきいきいき長

寿プラン」「かわさきノーマライゼーションプラン」「川崎市子ども・若者の未来応援プラン」

等の関連計画と連携を図りながら取組を推進してきました。 

今般（令和５（2023）年度）の「第７期川崎市・各区地域福祉計画」の策定にあたっては、

福祉に関する上位計画としての位置付け（社会福祉法第 107 条第１項第１号）に鑑み、

「推進ビジョン」と地域福祉計画の関連性を強めるため、推進ビジョンの視点と合わせた

基本目標とし、地域課題の解決を図るために、住民の視点から地域福祉を推進していく

ための行政計画の１つとして、関連計画と連携を図りながら地域包括ケアシステム構築に

つなげていきます。各区計画においては、地域特性に応じた取組等をまとめています。 

なお、成年後見制度の利用促進を図るため、第６期計画から「川崎市成年後見制度

利用促進計画」を本計画に位置付けています。 

【推進ビジョンと関連個別計画の関連性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地域包括ケアシステムの構築に向けては、令和元（2019）年度に、本市において

開催した外部有識者による「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方

検討会議」での検討を踏まえ、市民一人ひとりを支える上での「個別支援の充実」と「地域

力の向上」を不可分一体で進めていくこととし、個人へのアプローチにあたっては、一人

ひとりが生活の中で築いている本人に由来する地域資源（本人資源）に着目した対応を

図ることが重要であるとともに、家族機能をどのように捉えていくかに留意していく必

要があります。 

こうした視点を着実に施策推進の中で活かしていくために、①小地域ごとの特性に配

慮した施策展開、②分野横断的な施策連携の実現、③民間企業なども含めた多様な主体

の連携の手法開発などを取組の視座として、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
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３ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づく取組の推進 

少子高齢化とともに、昨今、家族・地域社会の変容などによるニーズの多様化・複雑化が

進み、地域における生活課題の多様性が高まっていることから、本市では、高齢者に限らず、

すべての地域住民を対象に、関連個別計画の上位概念として平成２６（２０１４）年度に「推進

ビジョン」を策定しています。 

（１）社会環境の変化 
社会環境の変化として、本市の平均年齢は大都市の中で最も低くなっていますが、今

後、高齢化率が 21％を超え、超高齢社会が到来します。また、急速な高齢化の進展とと

もに、少子化が同時に進むことが予測されています。 

少子高齢化の進展は、同時に、生産年齢人口の減少を伴い、社会・産業構造の変化、

様々な支援の担い手の不足などが進んでいくことにつながります。 

特に、今後、後期高齢者が増加することで、慢性疾患、さらには複数の疾患を抱えなが

ら生活を送る高齢者が増加していき、疾病構造の変化が想定され、「治す医療」から「治し

支える医療・介護」への転換が必要となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という。）の収束を見据え、アフタ

ーコロナに向けた取組を推進していくことも求められています。 

（２）策定の背景 
超高齢社会に突入し疾病構造などの社会環境の変化に対応していくため、国において

は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律」に、高齢者を対象として、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生

活の支援が包括的に確保された体制づくりをめざす地域包括ケアシステムの構築につい

て規定されています。 

本市では、高齢者施策が、住宅施策等の関連施策との連携を図ることや、認知症の人を

支える生活支援等、他の様々な施策と仕組みを共有できる部分が多いと考えられること

から、そのようなシステムの汎用性に着目し、昨今の家族・地域社会の変容などによるニ

ーズの多様化・複雑化による地域における生活課題の多様性の高まりを踏まえて、高齢

者に限らず、障害のある方や子ども、子育て中の親などを加え、現時点で他者からのケア

を必要としない方々を含め、すべての地域住民を対象とした地域包括ケアシステムの構

築をめざすこととしました。 

また、地域包括ケアシステムの基幹的な取組としては、様々な医療・介護等の専門職に

よる協働から始められましたが、まちづくりの側面も重要と考えられることから、保健・

医療・福祉分野に限らず、幅広い行政分野が総合的に取り組んでいくことをめざしてい

ます。 

さらに、今日では、国においても、高齢者に限らず、多様な対象者が想定され、地域包括

ケアシステムの普遍化に向け、「地域共生社会の実現」をめざしています。 
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（３）推進ビジョンの概要 

推進ビジョンは、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み

慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理

念とし、「①意識の醸成と参加・活動の促進」「②住まいと住まい方（地域コミュニティ等と

の関わり方）」「③多様な主体の活躍」「④一体的なケアの提供」「⑤地域マネジメント」の

基本的な５つの視点で取り組むものです。 

これらの取組を通じて、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を

営むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりとして、地

域包括ケアシステムの構築をめざしています。 

【「地域包括ケアシステム推進ビジョン」における取組の視点】 

～一生住み続けたい最 幸のまち・川崎をめざして～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会運営委員会」での議論を踏まえて、民間企業なども含めたより多様な

主体の参画が進んでいることから、「３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現」の「ケア」を「支援」と読み

替えて表記しています。  
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出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 27 年度厚生労働
省老人保健健康増進等事業 

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による 

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現 

基本理念 

［意識の醸成と参加・活動の促進］ 

１． ケアへの理解の共有とセルフケア 

意識の醸成 

［住まいと住まい方］ 

２．安心して暮らせる「住まいと 

住まい方」の実現 

［多様な主体の活躍］ 

３．多様な主体の活躍による、 

よりよい支援（※）の実現 

［一体的なケアの提供］ 

４．一体的なケアの提供による自立 

した生活と尊厳の保持 

［地域マネジメント］ 

５．地域包括ケアをマネジメント 

するための仕組みの構築 

基本的な 

５つの視点 
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（４）地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ 

ロードマップとしては、「推進ビジョン」を策定した以降の平成 27（2015）年度から 29
（2017）年度までを第１段階の「土台づくり」の期間として、平成 30（2018）年度から令和

７（2025）年度までを第２段階の「システム構築期」、令和８（2026）年度以降を第３段階

の「システム進化期」として、地域包括ケアシステムの構築をめざしています。 
いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年・以降には、ひとり

暮らし高齢者世帯、夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、医療・

介護サービスの需要がさらに増加・多様化することが想定されています。 
さらに、家族・地域社会の変容等により、孤立・孤独、ひきこもり、いわゆる 8050 問題、

ヤングケアラー等の生きづらさ・困りごとの複雑化・多様化が進んでいるほか、新型コロ

ナの影響等による地域でのつながりの希薄化や、様々な地域活動の休止、各分野におけ

る専門職人材の不足等、地域におけるケアや支援の担い手の減少が顕著になってきてい

ます。 
こうした中、第３段階の「システム進化期」に向けては、令和７（2025）年度までのシステ

ム構築に向けた取組を着実に進めるとともに、アフターコロナを見据えた「新しい生活様

式」や、DX（デジタルトランスフォーメーション）等の社会変容を踏まえながら、予防的な

視点を重視し、民間企業等も含めた地域の多様な主体による、誰ひとり取り残さない包

括的な支援体制づくりを進めることで、更なる取組の加速化をめざします。 
今後も、令和 22（2040）年以降も続くことが見込まれる超高齢社会に向けて、社会の

持続可能性を高め、誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けること

ができる地域の実現をめざします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
※令和 22（2040）年：いわゆる「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上高齢者（前期高齢者）となり、総人口・現役世代が 

減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が 

急速に増加することが見込まれています。 
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４ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進体制 

（１）地域みまもり支援センターによる取組 

「推進ビジョン」の策定に伴い、平成 28（2016）年４月に、各区保健福祉センター内に

「地域みまもり支援センター」を設置し、「推進ビジョン」の具体的な推進に向けて、専門職

種のアウトリーチ機能の充実、地域包括支援センターや障害者相談支援センター、児童家

庭支援センターなどの専門相談支援機関等との連携強化を進め、住民に身近な区役所に

おいて「個別支援の強化」と「地域力の向上」に取り組んでいます。 

なお、地域みまもり支援センターについては、保健福祉センター内での個々人へのケア

を中心とした専門支援機能との更なる連携の強化を図るため、平成 31（2019）年４月

に、保健福祉センター全体を「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」（以

下、「地域みまもり支援センター」という。）と改称しました。 

 

(2)取組の推進イメージ 

本市においては、住民に身近な区役所と市役所（本庁）が全市的な調整を図り、調和の

とれた施策を展開していることから、それぞれの適切な役割分担によって、一体的に取

組を推進します。 

その際に、基本的な視点として、①誰もが生きがいを持つ地域社会に向けた意識の醸

成を図る「意識づくり」、②住民主体等による地域課題の解決に向けた働きかけを推進す

る  「地域づくり」、③「意識づくり」や「地域づくり」を専門多職種と共に、地域において

システム化していくための「仕組みづくり」を３つの視点として、「自助」「互助」「共助」「公

助」の組み合わせによるシステム構築をめざします。 

 

【今後の地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ】 
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【基本目標１】住民が主役の地域づくり 

● 社会参加等を通じて、つながりや健康を維持できるよう地域ぐるみで 

働きかけをすること 

● 市民活動の参加の裾野を広げ、新たな担い手を増やしていくこと 

● 地域における活動と、活動の場づくりに向けた検討を進めること 

● 特に活動の場づくりについては、既存の公共施設を活用しながら、公共 

施設に限定されない場づくりについて検討すること 

【基本目標２】住民本位の福祉サービスの提供 

● 高齢・障害・児童に関する相談対応について、分野横断的な連携を進める

こと 

● 保健・福祉人材の確保に向けた取組を進めること 

● 成年後見制度に関する基本計画を策定し、周知を図ること 

【基本目標３】支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

● 災害時の支援に向けて、連携の取れた仕組みづくりの検討を進めること 

● 要援護者の日常の見守りの取組を進めること 

● 従来の取組では把握が困難な対象者へ、地域で気づき・見守り・支援へと 

つなげられる連動した仕組みづくりを一層進めること 

【基本目標４】連携のとれた施策・活動の推進 

   ● 保健・医療・福祉の円滑な連携が図れるよう、専門多職種の連携をより 

一層進めること 

   ● 地域の主体的な取組をつなぐ横断的な仕組みづくりを進めること 

第７期計画への課題 

５ 第６期計画の取組状況と第７期計画に向けた課題 

（第６期計画期間：令和３（2021）～５（2023）年度） 
 
 

第６期計画における基本目標ごとの主な取組の成果と次期計画への課題について、次の

ページ以降で整理を行い、第７期計画策定につなげます。 
 

 

 

【基本理念】「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり」 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム構築をめざして～ 

【基本目標】 

（１）住民が主役の地域づくり 

（２）住民本位の福祉サービスの提供 

（３）支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

（４）連携のとれた施策・活動の推進 
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第６期計画 
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６ 令和７（2025）年以降を見据えためざす姿 

(1)地域福祉とは 
社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰もが

抱える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少なか

れ、必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友人、近

隣住民などによる支援など様々ですが、私たちは自分以外の人から援助や支援を得て、

問題を解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられています。 

地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、知人、友人、近隣住民などとの社会

関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持って、家族及び地

域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくっていくこと」とされて

います。  

そのためには、まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできること

は自分でする「自助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え

合いの取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護

保険や医療保険に代表されるリスクを共有する人々で負担する取組としての「共助」、困

窮など自助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公

助」の組み合わせによる取組が求められています。 

 

【「自助・互助・共助・公助」の関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省地域包括ケア研究会報告書をもとに作成 
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自助 

共助 

互助 

公助 

■自分のことを 
自分でする 

■自らの健康管理 
（セルフケア） 

■市場サービスの購入 
■ボランティア活動 
■住民組織の活動 

■当事者団体による取組 
■高齢者によるボランティア・ 

生きがい就労 

■ボランティア・住民組織の 
活動への公的支援 

■介護保険に代表される 
社会保険制度及びサービス 

■一般財源による高齢者福祉 
事業等 

■生活保護 
■人権擁護・虐待対策 
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(2)地域福祉の対象者と担い手 
地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべ

ての人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等

関係団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、

保健医療事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会

と市長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 

 

(3)令和７（2025）年以降を見据えた想定される課題とめざす姿 

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31.5 万人（令和４

（2022）年 10 月１日現在）ですが、令和７（2025）年には 34 万人まで増加することが

見込まれます。特に、75 歳以上の後期高齢者については、16.8 万人から、令和７

（2025）年には 20.5 万人まで増加することが見込まれます。また、その後、令和 12

（2030）年頃の人口のピークを経て、令和 27（2045）年頃には、現役世代が約２人で１

人の高齢者を支える状況となることが見込まれています。 

さらに、人口動態と関連して、認知症高齢者の増加や、ひとり暮らし高齢者や高齢者の

みの世帯の増加等により、地域社会が変容し、生活課題の複雑化・多様化が進んでいくも

のと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、現在、第２段階の「システム構

築期」として、令和７（2025）年度を目標に、地域包括ケアシステム構築に向けた各関連

の行政計画において具体的な取組を進めています。さらに、第２段階に続く第３段階の社

会状況を見据え、令和７（2025）年以降に向けて、関連行政計画間の中長期的・横断的

な課題とめざす姿について、計画横断的なテーマとして「地域の基盤」「安全・安心」「健

康・予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源の活用」という取組ごとに整理

しました。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内の取組を進め、大

枠として、令和７（2025）年以降の社会変容への対応に向けた取組を推進します。 
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【令和７（2025）年以降の当面想定される課題とめざす姿】 

 現状の課題と令和７（2025）年以降の当面 

想定される課題 

令和７（2025）年以降の 

地域福祉のめざす姿 

地
域
の
基
盤 

○アフターコロナを見据え「新しい生活様式」

を踏まえた地域における新たな取組の推進

が求められている。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながりな

どについて地域差が出てきており、地域に

おけるこれまでの取組を継続していくこと

が難しい状況が差し迫ってきている。 

○家族機能が縮小し、あらゆる世代の人々が

様々な困難や課題に直面していることか

ら、家族機能を補完する地域の機能がます

ます必要となってきている。 

○アフターコロナの「新しい生活様式」による

地域社会の変容を踏まえて、多くの地域で、

オンライン等の活用による地域の状況に応

じた多様な住民主体の課題解決に向けた取

組が行われている。 

○高齢者は支えられる側という意識ではな

く、様々な形態で高齢者世代の多くの方が

地域の活性化に関わっている。 

○行政や社会福祉協議会などの公的サービス

を提供する機関は、プラットフォームビルダ

ー等として、各地域の課題解決に向けた支

援を行っている。 

安
心
・
安
全 

○支援に結び付かない人を地域の中で気にか

け、必要に応じて、専門多職種による支援に

つなげ、誰もが安心して暮らし続けられる地

域づくりが課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏

まえ、大規模災害に備えた自助、互助、共

助、公助による取組の推進が求められてい

る。 

○困ったときに声を挙げられる地域づくりが

進むとともに、いざというときに、周囲や相

談機関に相談でき、包括的な支援につなが

る環境づくりが行われている。 

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充実

を図り、災害時要配慮者支援や防災を目的

とした取組を進め、地域の安全・安心が広が

っている。 

健
康
・
予
防 

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者をはじめ、疾患を抱えている方が急増

していく。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康寿

命が延伸している。 

権
利
擁
護 

○少子高齢化、世帯人員の減少などにより、地

域で暮らす高齢者や障害者などへの権利擁

護のニーズが増大している。身近で適時適

切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理解

が進み、利用が促進され、高齢者や障害者

などが自己決定・自己実現できる環境が広

がっている。 

次
世
代
育
成 

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立に

陥らず、地域で暮らしていける環境づくりが

必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育

んでいくための取組が地域の多様な機関に

より取り組まれ、子どもたちの地域への愛

着が育まれている。 

社
会
参
加 

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域

や望む場で自立した生活を送れるように、

障害や病気への理解、個々人に応じた社会

参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、お互い

に支え合い、助け合う、地域社会づくりの意

識が高まり、すべての市民の個々人に応じ

た社会参加が促されている。 

地
域
資
源
の
活
用 

○限られた資源を効率・効果的に活用していく

ための地域福祉におけるコーディネート機

能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、事

業者、行政など多様な主体が連携・協働し、

オンライン等を活用した地域の課題に対す

るきめ細やかな対応が図られている。 
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７ 第７期計画期間における施策の方向性 

(1)計画の基本理念・目標 
第７期計画では、第６期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実

態調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基

本理念は第６期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふる

さとづくり～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は「推進ビジョン」を踏まえ、「①ケアへの理解の共有とセルフケア意

識の醸成」、「②安心して暮らせる住まいと住まい方の実現」、「③多様な主体の活躍によ

るよりよい支援の実現」、「④一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実

現」「⑤地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築」の５つとし、地域福祉の向

上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一

面もある一方で、日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、

ボランティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、高い産業集積を持ち、魅

力ある民間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰

もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」に

つなげられるように取組を推進します。 
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１ ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成 

２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 

３ 多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現 

４ 一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現 

５ 地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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１ ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成 

すべての住民が社会環境の変化に対応する意識を持ち、自発的に努力すると 

ともに、「共生の意識」を育み、「自立した生活」と「尊厳の保持」を実現できる 

地域をめざします。 

 

 

２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 

生活の基盤として、本人の尊厳が十分に守られた住環境が整備され、本人の 

希望にかなった住まい方が確保された環境をめざします。 

 

 

３ 多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現 

自立した生活の維持に向けて、インフォーマル・サポートが地域の中で提供 

されるよう、多様な主体の役割分担による「互助」を支える仕組みづくりを 

進めます。 

 

 

４ 一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現 

本人の身体状況に応じた、専門職によるケアを多職種の連携により、切れ目

なく提供できる体制づくりを進めます。特に、医療と介護の円滑な連携を 

進めます。 

 

 

５ 地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築 

地域の目標を地域全体で共有しながら、個々の活動が一つの目標に向かっ

てより効果的に機能できるような仕組みづくりを進めます。 
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(2)地域福祉計画推進における圏域の考え方 

人口１５０万人を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性があ

り、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に向けて

は、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開する

には、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいことか

ら、第６期計画においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地域の課題に公的

に対応し地域づくりを進める圏域を第２層として、市内を 44 に分けた「地域ケア圏域」と

し、さらに小規模な地域の状況把握や課題解決に向けて、町内会・自治会や小学校区等

の「小地域」を第３層としました。 

こうした中、第６回地域福祉実態調査においては、「助け合いができる地域の範囲」と

して、隣近所または町内会・自治会程度と回答した割合が７割を超えるなど、互いに支え

合う関係づくりを行う範囲は、主に町名単位や町内会・自治会程度であることがわかりま

した。 

このため、地域においては、小地域の範囲で心配事や悩み事についての声が上げられ、

住民同士の顔の見える関係づくりが進められていると考えられることから、第７期計画

においては、小地域においてこれらの取組を支援するとともに、小地域内の情報をもと

に、住民の安心を支える多様な支援を行っていくために、第６期計画で「地域ケア圏域」

と位置づけた小地域よりも広い地域において、行政が中心となり、多様な主体と連携し、

地域マネジメントを推進していきます。 

今後も、適切な地域マネジメントに向け、地域で安心して暮らし続けられるために必要

な要素を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進します。 

【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】（令和５（2023）年４月１日現在） 

 圏域 圏域の考え方 

第
３
層 

（小地域） 

※住民同士の顔の見える関係づ

くりが行われており、行政が  

これを支援する圏域 

町内会・自治会（650） 

小学校区（114 校区）  など 

（例） 

・町内会・自治会の班（組）程度の日常的な支え合いを基本

としながら、民生委員児童委員などが、地域の状況を把握

し、見守りや日常の生活支援などを行う。 

・地域住民の生活課題の解決に向けて、見守りなど具体的

に日常的な活動を行っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中心に、子どもの健やかな成長ができる教育環境

づくりを各学校と共に推進している。   など 

第
２
層 

（中地域） 

 地域ケア圏域（44 圏域） 

※行政が中心となり多様な主体

と連携し、地域マネジメントを

行う圏域 

人口平均 約 3.5 万人 

中学校区（52 校区） 

地区社会福祉協議会（40 地区）

地区民生委員児童委員協議会

（56 地区） 

・身近な地域において、相談や居場所など、地域の課題に公

的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会を組

織し、活動を推進している。 

・今後、地域で安心して暮らし続けられるために必要な要素

を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進する。 
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第
１
層 

（行政区域） 

人口 約 17 万人～26 万人 

程度 

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域み

まもり支援センターなどの公的機関があり、区役所が中心

となって、地域課題を把握し、住民と共有しながら、各地

域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層 

（市域）  

人口 約 154 万人 
・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るための

取組を推進する。 

また、第６期計画からは、小地域において、住民同士の地域づくりが進んでいくよう、

各区計画に、地域ケア圏域ごとの地域の概況を掲載し、地区カルテを活用した地域マネ

ジメントを推進しています。さらに、「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不可分一体

で進め、包括的な支援体制づくりにつなげます。 

８ 第７期計画の実施状況の点検・見直し 
本市においては、学識経験者、地縁組織や福祉関係団体の代表者等を委員とする「川崎 
市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、市

計画の策定・実施状況の評価・見直しを行ってきました。 
あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、区独自 
の取組を中心に策定しており、主な取組を中心に各区計画推進会議（会議名は、別名称

となっている区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・見直しを行ってきま

した。 
第７期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえ

て、川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡ

サイクルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価

等を行い、施策の一層の充実に努めます。 
また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活用しながら、

評価を行っていき、計画の進行管理を継続して行っていくことにより、次期計画（令和９

（2027）～11（2029）年度）につなげます。 
【ＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行（Ｄｏ） 

・施策推進の目標進捗状況の把握 

・施策の方向と内容についての 

 指標に基づく成果の確認 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・施策推進の目標 

・施策の方向と内容 

計画（Ｐｌａｎ） 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策推進の目標の見直し 

・施策の方向と内容についての 

見直し 

・目標に向けた事務事業の執行 
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第７期川崎市地域福祉計画の施策体系図  

 

 

  
【基本理念】 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 

【基本的目標】 

ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成  1 

（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 
① 地域子育て支援事業 
② 福祉サービス第三者評価事業 
③ 地域福祉情報バンク事業 
④ 障害者社会参加促進支援事業 
 

（２）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 
① 健康づくり事業 
② 介護予防事業 
③ 生涯現役対策事業 
④ 生活習慣病対策事業 
⑤ 食育推進事業 
 

（３）地域福祉活動への参加の促進 
① 民生委員児童委員活動育成等事業 
② 高齢者就労支援事業 
③ 青少年活動推進事業 
④ 地域における教育活動の推進事業 
 

（４）権利擁護の取組 
① 権利擁護事業 

･あんしんセンターの運営支援 
･成年後見制度利用促進事業 

② 人権オンブズパーソン運営事業 
③ 女性保護事業 
④ 子どもの権利施策推進事業 
 

安心して暮らせる住まいと住まい方の実現  ２ 

（１）地域での居住継続に向けた福祉施設等の 

整備 
① 介護サービスの基盤整備事業 
② 障害福祉サービスの基盤整備事業 
③ 公立保育所運営事業 
④ 認可保育所等整備事業 

（２）誰もが暮らしやすい住宅・住環境の整備 
① 住宅政策推進事業 
② 市営住宅等管理事業 
③ 市営住宅等ストック活用事業 
④ 民間賃貸住宅等居住支援推進事業 
⑤ 健康リビング推進事業 

（３）活動・交流の場づくり 
① 地域福祉施設の運営 

（総合福祉センター・福祉パル） 
② いこいの家、いきいきセンターの運営 
③ こども文化センター運営事業 
④ 地域の寺子屋事業 

（４）地域における移動手段の確保 
① 高齢者外出支援事業 
② 障害者の移動手段の確保対策事業 
③ 地区コミュニティ交通導入推進事業 
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一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現  4 

（１）包括的な相談支援ネットワークの充実 
① 地域包括支援センターの運営 
② 障害者相談支援事業 
③ 児童生徒支援・相談事業 
④ 母子保健指導・相談事業 
⑤ 児童相談所運営事業 

（２）保健・医療・福祉の連携 
① がん検診等事業 
② 妊婦・乳幼児健康診査事業 
③ 在宅医療連携推進事業 

（３）保健・福祉人材等の育成 
① 福祉人材確保対策事業 
② 看護師確保対策事業 
③ 保育士確保対策事業 

（４）虐待への適切な対応の推進 
① 高齢者虐待防止対策事業 
② 障害者虐待防止対策事業 
③ 児童虐待防止対策事業 

 

多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現  ３ 

（１）市民・事業者・行政の協働・連携 
① 地域包括ケアシステム推進事業 
② 認知症高齢者対策事業 
③ 多様な主体の活躍による協働・連携推進事業 
④ かわさき健康福寿プロジェクト 

（２）ボランティア・NPO 法人等の支援 
① 市民活動支援事業 
② ボランティア活動振興センターの運営支援 
③ NPO 法人活動促進事業 
④ 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 
⑤ 地域振興事業 
⑥ 地域福祉コーディネート技術研修 

（３）地域みまもりネットワークの推進 
① 地域見守りネットワーク事業 
② 高齢者生活支援サービス事業 

 

（４）災害時の福祉支援体制の構築 
① 災害救助その他援護事業 
② 地域防災推進事業 

 

地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築  5 
 

（１）誰ひとり取り残さない支援体制づくり 
① 地域福祉計画推進事業 
② 社会福祉審議会の運営 

（５）様々な困難を抱えた人への自立支援
の取組 

① 生活保護自立支援対策事業 
② 生活困窮者自立支援事業 
③ ひとり親家庭等の総合的支援事業 
④ 子ども・若者支援推進事業 
⑤ 里親制度推進事業 
⑥ 児童養護施設等運営事業 
⑦ 更生保護事業 
⑧ 雇用労働対策・就労支援事業 

（６）ひきこもり支援、自殺対策等の推進 
① ひきこもり地域支援事業 
② 自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

 

（２）社会福祉協議会との協働・連携 
① 社会福祉協議会との協働・連携 

（３）総合的な施策展開に向けた連携体制の 
構築 

① 川崎市地域包括ケアシステム庁内 
推進本部会議 
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